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どんな図形の面矛責も

早く キモト・プラニは、任意

正確にの白色図形を黒い台紙の上

簡単に繁二走誰戴鰯
学的に円筒軸方向に走査しますと、白い図

形部分のみが反射光となって光滝管に受光

されます。その図形走査時間を、エレクト

ロニク・カウンターで累積することによっ

て、図形の面横を平方センチメートルで表

示する高精度のデジタル面積測定機です。

キモト・う。ラニは、機糀譜B、独立同期電源

部および、カウンタ一部分よりなっており

ます。

本機は地図、地質調査、土木、建築、農業

土地利用、森林調査等各部門に広く活用で

きます。

キモト･別ラニ
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キ 輻卜･別ラ貝

株式会社志もと
本社東京都新宿区新宿2-13TEL354-0361("
大阪営業所大阪市南区上本町4－613-3TEL763-0891(ie

デンドロメータⅡ型(改良型日林協測樹器）9月上旬発売
35，000円（送料共）

形式 主な改良点

高さ147mm重量4609a、プリズムと接眼孔の間隔を広げてプリズムによる
巾150mm 像を見易くした。
長さ151mm b樹高測定専用の照準装置をつけた。

c・目盛板を大きくして見易くし，指標ふり子も長く概要
して測定精度の向上をはかった。

この測樹器は，従来ご愛顧をいただいておりましたデ d.コンパスの代りとして使用できるよう専用の照準
ソドロメーターに更に改良を加え，機械誤差の軽減によ 装置をつけ，三脚に着脱が可能なようにした。
る測定精度の向上をはかるとともに，プロット点の測e.任意の水平距離による樹高測定補正表をつけた。
鐘，ビッターリッヒカウントの判定，カウント本の樹高 Ｉ
測定林分の傾斜度および方位の測定など一連の作業が

この一台で測定できるよう設計製作したものです。
したがってサンプリング調査，ピッターリッヒ法によ

る材積調査，林況調査，地況調査，簡易測量などに最適

です。

主な用途

a.ha当り胸高断面積の測定

b.単木および林分平均樹高の測定

c.ha当り材積の測定

d.傾斜度測定

e・方位角測定および方位設定
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I 森林の生産する物を利用し，採取に見合う育成をしていくのが林業というものであ

るならば，健全の造成が欠くべからざるものとなる。それには生きている森林の真

の姿を知ることが先決であろう。

著者自身が，「此小冊子でも日夜日本の森林の経営にたずさわっている方煮に何か

の手助けにもなれば」と語っている。
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造林面積の推移

樹種別，人工造林面積の推移

営林局別，林道延長，密度推移

営林局別，伐採量の推移

機械保有台数の推移

定員内外職員の推移

執務に，会議に，現地調査に，研究或は教育資料に，是非御利用下さい。

課日本林業技術協会驚値喜謹2'鮮細簿
東京都千代田区六番町7 取引銀行三菱銀行麹町支店 、

鱈

_H_『_



〃

鶴赫業渡 ＝

8.畑別恥｡弘1

一

表紙写真

第17回林業写真
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「木彫りの鯉」
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1970年以降の技術開発に期待する

堀正之

（本会常務理事）３

1970年以降の技術開発は,3Eが中心とな為であろうといわれているo3Eとは，エレクトロニ

クス，エネルギー，エキゾチック・マテリアルの略称である。このなかでもエキゾチック・マテリ

アルは超高性能をもった新材料として期待が大きい。核燃料とか，半導体や合成物質というものも

二材料の進歩によってもたらされたものである。

これらの技術開発は工業化学，石油精製，繊維といった部門が中心となって進められ，その成果

が期待されている。このエキゾチック・マテリアルの技術開発は，われわれ木材と関連の深い住宅

資材や製紙，パルプ原料の分野にまで進出してきており，すでにプラスチックエ業部門では，ポリ

スチレンから，スチレンペーパーを作り出し，包装用，建築用に使用されており，近い将来には印

刷可能な新聞紙や書籍用紙までも生産される見通しとなっている。

また窯業界でも割れないガラスの床，グラスファイバーの柱などが開発されつつある現状をみる

と，これらの新製品の開発によって木材の利用分野は段な縮小されてゆくことが予測される。

一方木材の需要量は，年炎増大しているが，国産材の生産量は伸びなや象で，これにかわり外材

､の輸入量が年を増大してきているが，現在ではすでに外材のシェアーは51％に達し，今後さらに

､これが増大してゆく傾向が予測されている。このため木材価格は，外材の動向に左右され，国産材

の価格は従来のような高値を期待できない状態におかれてきている。このような現象は森林所有者

‘の林業経営に対する意欲の減退となり，また山村労務者の減少と労賃の上昇とあいまって林業は産

業として企業性を喪失しつつあるやに承られるようになってきている。

このように林業が当面している二つの面をながめてみると林業の今後進むべき方向は木材生産と

並行して，その生産基溌となっている林地と水と空間とを満度に活用した事業を新たに開発して多

角的な経営に乗り出すことが，林業経営の発展に通ずる途であるように考えられる。また従来，手

:がけてきた木材生産の承についてみても，国民所得の増大と住宅産業の規格化が進むにつれて，内

装材や家具材の高級品の需要の増大が予測されるが，これに対する有用広葉樹の増殖についても今

からその施業方法の改善等の技術開発が必要であると考えられる。

このような現状から今後の林業の技術開発は，30年～50年先の林業を展望したうえにたったマ

スタープランが必要であり，これを樹立するには，昭和41年4月1日閣議決定聴林資源に関す

る基本計画」ならびに「重要な林産物需要および供給に関する長期見通し」を，ここらあたりで，

再検討する必要があるのではなかろうか。

このために臆，単に林業関係の承の狭い情報の承にたよることなく，国民経済振興のピジ霊ンと

いう各界にわたる広い視野のうえに立った長期展望と施策を十分わきまえたうえでの方策が期待さ

れるものである。これによって林業技術の活動体制も単なる林業技術者の承の集まりでは解決でき

ない問題を他の技術部門との密接な連係によるプロジニクトチームの編成によって解明してゆかれ

〈ぱならない時が来ているが，その体制作りを，今以上に要求される時代がやってくるだろう。
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林業機械化の現状と動向

蔵持武夫
（林野庁業務課）

はじめに

わが国林業の機械化が，労働生産性の向上，労働強度の軽減，安全作業の確立等を通じて声

林業の合理化，近代化に大きく寄与してきたことは，高く評価されているところである。
しかし、近年その機械化が，転換期に直面しているといわれている。これは，わが国の社会

経済情勢および林業経営の構造的諸問題もさることながら，従来の機械化の本質からもたらさ・
れた必然的帰結と理解される。それは，低密度の路網を基盤とする量的機械化に起因するもの。

､で，機械化作業技術がほぼ一巡した今日，多くの問題が提起されていることに端的に象徴され・

る。

そこで本論では，これら機械化の当面する問題を探り，そこから明日の機械化を示唆する跡
きをとらえ，これからの林業機械化に関する提言を試ゑたい。

4

一

1．機械化の歩み

（1）機械化推進の体制

戦後，わが国における機械化推進の体制は，昭和22年の林政統一を起点としている。これ

は特別会計として発足した国有林が，経営合理化の必要性から，機械化を積極的に推進したこ

とによるもので，最初の体制は青森営林局における作業機械化委員会および，機械重点営林署

の設置に始まる。次いで23年度予算に，林業機械化促進費が計上され，機械化推進の諸施策

が講じられたが，一方において，これら林野庁の動きに呼応すべく，林業機械メーカーを中心

として翌24年に林業機械化協会が設立され，ここにようやく機械化に対する気運が盛り上が

ったのである。その後林業施設補助金制度や林業機械化試験研究の外部委託等，機械化推進の

ための積極的方策が打ち出され，一方国有林においては，28年に国有林野事業機械化推進要綱

が策定されるなど，30年代以降におけるわが国林業機械化の基盤が造成された。

わが国における機械化の本格的推進は，昭和29年の第15号台風による風倒木処理に始まる

といわれている。これは，林政統一以来，機械化のためになされた数多くの先進的試みを土台、

として開花したもので，この時期に30年代に実用化されたほとんどの機械が開発された。

これらの機械化は，国有林において，昭和32年の生産力増強計画と34年の各事業合理化要

綱に具現化し，さらに36年の木材増産計画に拡大されて工程の改良，作業の標準化が菰極的

に促進されることになった。一方，民有林では31年に普及指導事業の改善により，林業機械

担当の専門技術員が誕生したが，民有林機械化の著しい立ちおくれが大きな課題となるに及ん

で，国有林,民有林を通じた機械化推進の方策が要望されるに至り，35年に林業機械化推進要

領が制定された。この要領は,林業の機械化を推進するため,これに関する行政,指導および研

究の体制を確立し，林業経営の合理化に資することを目的としたもので，これにより機械化作

業に関する実用化試験と，機械化作業技術者の訓練のため，沼田林業機澗ヒセソターが設置さ・

れた。
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林業の機械化を促進するためには，新規機械の開発も重要な課題である。そこで林野庁は，

林業試験場の協力のもとに各分野にわたる機械の開発を行なってきた。

（2）各部門の機械化

伐木集運材作業の機械化は，昭和23年のチェンソー，トラクタ，24年の集材機等，戦後い

ちはやく国産化の試みがなされたが，20年代の大半は,そのほとんどが人畜力にゆだねられて

いた。しかし29年の風倒木処理を契機として，機械の積極的導入がはかられ，ここに本格的

.機械化のれい明期を迎えたのである。

すなわち，昭和28年に導入されたワンマンチェンソーとトラクタの試用が，32年に国産機

の実用化を促し，26年に導入されたウィッセン集材機により，軽量化と索張方式の改良が進め

られ，集材機作業の範囲拡大をもたらすなど，現在における機械化作業の原型が，この時代に

形成された。

昭和30年代前半における機械化の特徴は，製造技術と大径木処理という作業条件により,大

型機が多用されたチェンソーを除いて，集材機，トラクタとも，従来の人畜力作業がそのまま

機械化されるという過程のもとに，小型化の傾向が優先した。しかし34～36年に開発された

全幹集材方式は，従来の作業形態を一変するとともに，工程の改良に著しい効果をもたらした

､ほか，長大スパン，重量材の集運材という条件に適合すべく，漸次大型機械化の傾向を示し一

方チェンソーは，伐倒木の小径化と製造技術の向上により，小型化の傾向をたどった。

造林作業における機械化は，刈払機の開発と農業用トラクタの転用から始まる。まず前者は

i昭和23年からの研究成果により，28年ごろほぼ現用機の原型が完成され，27年から各種の輸

入機の試用とあいまって，30年代初期から実用化の段階に至った｡一方後者は26年に苗畑に
トラクタが導入され，耕転機をはじめ，各種作業機の試用があいつぎ，33年には，ハンドトラ

クタやミスト機の研究も開始された。

このように，地栫え，下刈作業の機械化がようやく普及するに及んで，林業専用機としての

植穴掘機の開発の必要性が認識され，34年ごろから輸入機による試用が36年に国産化を促し

た。一方，苗畑作業では，床替機の導入とあいまって，36，7年に根切機，除草機の開発が行

なわれた。

大型機械による造林作業の機械化は，32年パイロットフォレストを基点として着手され,そ

､の実績をもとに，35年からホイルタイプトラクタによる地栫え，下刈り，薬剤散布等の各種

作業の機械化が試みられ，さらに38年に，クローラタイプトラクタによる階段造林や,40年に

鐺ける伐根除去作業等が試験され，労働生産性向上のための可能性が本格的に追求されるよう

になった。

以上のように，伐木集運材と造林作業におけるこれまでの機械化は，共通して，従来の人畜

力が機械力に置き換えられた。いわゆる工程ごとの械械化に終始したと指摘できる。また造林

作業の機械化が，苗畑作業を除いて，面積的広がりををもった作業で，しかもその集約度が低

・くかつ作業条件により左右されることから，伐木集運材作業の機械化に比し，著しく遅れると

、､う破行的発展を遂げてきたことが特徴的である。．
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2．機械化の新しい動き

わが国における林業の機械化は，前述のように低密度の路網の上に組み立てられて発展して

きたが，今後飛躍的な労働生産性の向上と効果的な軽労働化をはかるには，従来の概念から脱

皮した機械化作業体系を確立する必要がある。このような要請のもとに，最近いくつかの新し

し､動きが出現し始めている。

－3－



（1）工程の再編成

林業生産の工程は多岐にわたり，たとえば伐木集運材作業における全幹作業方式では，一般

的に

伐倒一枝払一荷掛一集材一荷卸一玉切（検尺)一選別一巻立一積込一運材一卸一巻立

と，12工程もある。このうち林内作業は8工程を占めるが，労働生産性の飛躍的な向上をは

かるためには，これらの工程を括約し，しかも集約された新工程を同時に処理することにある。

伐木集運材作業での工程の再編成は，木寄，多段作業等の排除に効果的であった全幹作業方

式の開発普及により著しく進展したが，さらに最近，上記工程系列を括約する試承が始まっ

た。その代表的な事例は，44年度に導入されたスンズシスラムで，これは枝払と玉切，選別，

巻立の各工程を同時に処理するものである。このシステムでは，林内作業の工程数が5工程と

縮小される。しかもこの新工程は，3人のオペレーターで処理するので，非常に高い労働生産

性と，遠隔操作による著しい軽労働化が可能となる。

このような考え方は，同じ部門で，伐倒一剰ｵ，および荷卸一玉切一選別一巻立，集材一玉

切一選別一(巻立)一殺込等の同時化が開発されつつあり，一方造林作業においても，地栫え－

植穴掘，地栫え一植穴掘一植付等の同時処理化のための機械の開発が進められるなど，作業の‘

一貫化を目途とした械械化が胎動しつつある。

（2）森林施薬との調和

昭和30年代の械械化作業技術は，低密度路網という条件を克服すべく，大規模化の傾向を・

たどってきた。しかし画一的な大量生産方式による施業が種尭の問題を誘発し，近年これに対

する再検討から，施業の集約化が提唱されるに至り，特に高密路網との関連において，この施､

業に適応する機械化作業技術が，各地において開発されつつある。たとえば，北海道の択伐，

漸伐に適した簡易索張方式，中部亜高山地帯における各種索張方式，および，トラクタによる，

簡易集材方式など，施業法に適応した技術が族出しつつある。

このように，森林施業の集約化に伴って，それに適合する機械化は，今後の大きな課題であ，

るが，従来の労働の承を対象とした機械化に，新たに土地生産性の増大に寄与する機械化が付

加されようとしている。

（3）人間工学的配慮

林業の機械化をとりまく環境は，他産業のそれと比べ，複雑多岐にわたる地勢から，機械そ

のものの個有な機能を十分に発揮するまで，非常に困難な条件が多い。そのためこれまでの機

械化は，ややもすると作業条件をいかに克服するかに重点が置かれてきたといっても過言では

ないo

昭和40年に問題化した振動障害を初め，機械の人体に与える影響が，近年検討されるよう

になった。この問題に対処する機械部門の手段は，まず第1に，従来使用してきた機械の改良

を積極的に行ない，人体に及ぼす影響を完全に取り去ることであり，第2は将来の労務事情と

の関連において，高い生産性を発揮する高性能を有し，かつ従来人間が頭脳で判断した能力を

機械に付与し，作業を遠隔自動化することにより，軽労働化を図ることにある。

（4）環境の整備とモータリゼーション

機械は，それ本来の機能を最高度に発揮する環境がある。しかし従来の機械化は，前述のよ

うに作業条件に適応すべく発展してきたたあ，種をの問題を惹起してきた。たとえば横取作業

の拡大が，集材機の制動能力と巻取容量の増大を促し，一方，造林の大型機械化が，従来の

豊富な人力に依拠する造林技術の消化に多くの時間を費したことなどが指摘されよう。このこ

とは，反面において機械自体の発達を意味するものであろうが，機械化という広い視点から
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は，必ずしも進展したとはいいがたい。

近年，特に国有林において推進されつつある高密路網を基溌とする森林施業は，従来の大面

積施業から小面積集約施業への移行を可能ならしめるものであるが，このような作業条件は，

作業の平均性が増大することから，機械の機能を最大限に発揮する環境が生ずることになる。

一方造林作業では，大型機械の稼働範囲を拡大するため，階段造林方式が開発され，成長量

の増大と労働生産性の向上に大きな期待がもてる段階になったが，このほか，ポット造林の普

及が苗木の規格化による機械的処理の可能性を高め，さらに列状間伐の事業化など，機械化の

た造の環境整備が推進されつつある。

路網の高密化は，以上のように機械の稼働する環境の整備に非常に大きな効果をもたらすこ

とになるが，他方において機械そのものの機能も変化させることになる。すなわち路網の利点

を最高度に発揮するために，機動性を持つことが要求される。昨今開発された集材機と全油圧

式クレーンを塔載した車両や，油圧式伐倒等は，まさにこの傾向を表現したものであり，作業

の高速化と合わせて軽労働化に大きく寄与するものと考えられる。

旬

ｌ
《

3・欧米における機械化

わが国におけるこれからの林業機械化を論ずるとき，従来の機械化の基盤となってきた先進

林業諸国の動向を見るのも必要なことである。

現在，機械化の世界的現状は'超大型高度機械化を目指す北米林業と，比較的小型機械をベ
ースとする中欧林業とを両極として，各国の林業事情に応じて分散する中間型林業がある。

北米型機械化は，生産コストの最小を第1の指標とするもので，大量生産方式の有利性と作

業条件の容易性から，超大型化の傾向をたどっている｡たとえ嬢10トン以上の大型トラクタ

による集材や,20mもの支柱を装備した履帯式車両によるハイリード等の簡易集材，および大

型ビームクレーンによる全幹材のトラック積承込みなど,その大型機械化は非常に顕著なもの
がある。

一方，北米型機械化は，この大型化と併行して’従来の概念とまったく異なった新しい機械

化を進めてきたOそれはキングコング，ブッシュコンバイン等に代表されるごとく，伐倒枝

払，検尺，玉切，集材の多工程を同一の自走機械により処理する機械化で，近年では，立木の

まま枝払し，伐倒して集材する機械も開発されている。しかしこのような機械化は，急斜地で

の作業に問題があり，今後の大きな課題となっている。

中欧型機械化は，高密路網を基盤とした森林の集約的施業の一貫として機械化を位置づける

ため’北米型とは対象的に，小型機械が活躍している。その大半は農耕用トラクタをベースマ

シンとする機械化であり，人力依存度はかなり高いものとなっている。しかし，この型の機械

化を推進してきた林業が経営環境の悪化により，より合理性を追求する必要に迫られ，森林施

業が機械化の容易な方向で再検討されつつある。

これら二つの相対する機械化の中間に，多様な機械化が分散している。わが国の機械化はま

さにこの中間型であり，時代の要請によって，,その位置が変動してきたといえよう。

この中間型で，現在最も北米型に接近している国にスエーデンがある。この国の林業は，年

率10数％に及ぶ労賃の急激な上昇と，材価の低迷という条件に対応するため，大型機械化の

可能な森林施業へと転換し，北米型機械の適用化を積極酌に推進してきた。

一
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4．これからの機械化

わが国および欧米先進諸国における林業機械化の経緯と現状から，将来の機械化を推進する
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ためには，次の要件が必要となろう。

（1）機械化作業体系の確立

これからの機柳上作業は，すでに述べたごとく，従来の工程ごとの機械化から，工程系列ご

との機械化へと発展し，しかも，そこで用いられる機械が遠隔自動化と同時に，車両化される

ことが想定される。しかしこのような機械化を進めるにあたり，まず必要なことは，森林施業

との関連で，作業条件に応じた地帯区分を行なうことである。

ここで機械作業体系に関係する主要な要素は，森林施業と林地傾斜および路網の密度と配置

に集約される。森林施業は，人工林，要改良林，天然林に区分され，おのおのの伐区面積，収

穫（間伐も含めて）および造林の方法等により，その機械化作業技術も変化する。林地傾斜は，

自走機械の稼働可能な地域と，ワイヤロープ作業が不可欠の地域に大別され，路網の密度と配

置は，集材方式と造林作業の機械化に影響を与えることになる。

従来わが国における伐木集運材作業は，木元で丸太を生産する短材方式から，それが山元土

場に移行した全幹方式へと進展し，さらに一部に全木方式が採用されてきた。これらの三方式

は，高度機械化という観点から発展過程を示したものであり，世界的傾向からも，将来は全木

方式と，地形,土壌,施業方法等の条件により採用される短材方式に収敵するものと思われる。

一方造林作業の機械化は，自走機械による各種作業の機械は，急斜地において小型化するほ

か，一部に階段造林方式や，架線利用による造林方式が導入されよう。

地帯区分による機械化作業体系は，

一方において，労働力の平準化，更新期間の短縮化等を目途に，伐木集運材と造林作業を結

びつけた，一貫作業体系が確立されて，初めて完成される。

（2）機械開発の要件

一般に技術の革新は，軽量化，高速化，自動制御化にあるといわれているd林業の機械化も，

一応この指標に向って推進されてきたが，今後より高腫の機械化を図るためには，特に高速化

と自動制御化のための新しい技術を開発する必要がある。

まず前者は，工程系列ごとの機械化に必須のものであり，1台または1セットの機械で，数

工程を同時に処理することのできるシステムが開発される必要がある。

一方後者は，前者との関連において，油圧化と電気化を前提にした自動化と遠隔操作化が要

件となる。油圧化は，林業作業特有の負荷の大幅な変化に容易に対応しえ，また電気化は，精

密な指令の発信および動力源として重要である。自動化と遠隔操作化は最も困難な部門である
が，この解決が機械の真の意味での高性能化を果たすことになる。

このように，新しい技術的要件を備えた機械化は，なるべくそのベースマシンが統一される

ことが望ましい。たとえば，伐倒，集材用機械の同型が，地栫え，植え付けも可能なことなど

である。これは，高度化される機械の価格と管理コストを低減させる最大の要因となるからで

ある。

（3）林業技術との調和

すでに述べたように，従来の機械化は，伐木集運材と造林作業において，破行的発展を遂げ

てきた。これは作業条件の複雑性もさることながら，潤沢な労働力を前提とした造林技術を，

機械が完全に消化できなかったことによる。したがって林業における高度機械化を達成するた

めには先に述べた機械自体の進歩の過程において，林業個有の技術を処理しえる機能の開発が

必要であると同時に，他方において，このような機械化に適応する新しい林業技術の開発も不

可欠の要件となる。そして，さらには従来人力を前提としたため行使しえなかった有効な技術

を，機械化を前提として再評価し，これらの体系化を図る必要がある。

－6－
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（4）機械化推進体制の強化

機械化の推進は，開発と普及体制をより強化することにある。従来機械の開発ば，経営の必

要性から，林野庁，大山林所有者，機械メーカー等において，個々 に進められてきたが，今後

高度機械化を積極的に促進するためには，将来の機械化作業体系の確立を目指して，国有林，

民有林，試験研究機関，機械メーカーを大同した開発体制を組織化する必要がある。

このようにして開発された機械化作業技術を効率的に普及するには，地帯区分による機械化

作業体系を，まとまりよく展示するための拠点を設置し，試験と指導を行なう必要がある。そ

して特に民有林に対して，高度化された機械の使用を容易ならしめる，より強力な施策が望ま
れるところである。

命

おわりに

今年度の労働白書は，広範化しつつある労働力不足に対処するには，長期的に産業構造の革
新や，産業，企業の省力化が必要であるという基本姿勢を保持しつつも，労働力の高年齢化と

高学歴化が，40年代後半から50年代に入って進行し，わが国の産業発展に大きな影響を及ぼ

すと示唆している。この傾向は，林業の安定的発展に大きな課題となることは必定であり，こ

れに対処するためにも，高度機械化の確立は急務なのである。
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類を添えることが，この樹の育て方のひけつのひとつ

で説都心部に植栽した場合植え付けてから15年ご

ろから弱り始め，20年ごろになりますと公害などのた

め衰弱し枯れてしまいます。

〔街路樹シリーズその33〕

白樺

'も

＃白樺は,本州の中部地方以北の山地に野生してい
＃る樹木で,特に北海道では純林を見ることができま
;す｡この樹木の属するｶバ属は大変種類が多く,世界
》に約50種を数えることができます。この木は蕗葉蒲

》木で雌雄同株であり，高さ25m,幹回り3m|近くま
も

；で成長し，枝は全般に細く，小枝は暗紫褐色となり，
》

》樹皮は白色で光沢があり，樹皮ば薄く剥く"ことができ
：

：ます°白樺は造園技術者にとって大変魅力のある樹木
》ですが，高地の夏冬，あるいは昼夜の気温の差異の大

;きな気候に適するもので,東京,大阪厳どの鵬かな所
；には不向きで，庭園用にはあまり使われておりませ

#ん｡震た都市公害に弱いうえに根元にアリがつきやす
；く，植え付けてから10年ほどたつと鉄砲虫にかかりや
､

；すぐなります。そして浅根性であるため錐風の害を受
》

》けやすく，それを防止するためのせん定を嫌うなど大

;変維持管理のむずかしい樹木です。
；この樹木の趣を出す植栽方法はあくまで,大小の樹
：木と株立などをまぜ合わせて一団とした値え方であ
＄

；り,街路樹のように独立木として植え付けることはあ
》まり感心できません。そのうえ庇陰,乾燥地を嫌いま
3

；すので，どうしても植え付けるなら根元に下草やコケ
》
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ま せん。七のうえ此陰，蛎深地を繩いま 軽井沢

しても植え付けるなら根元に下草やコケ文・写真，落合和夫（東京都・道路工事部）
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一

壌動物の現存量と生産量はばるかに大量に存在する。

日本の森林土壌動物の個体数は,1m2当たりで,大形

団粒構造を作るミミズ，ヤスデ，甲殻類，甲虫幼虫，双

翅目幼虫，軟体動物のような大形動物が、×102,小形の.

双翅目幼虫が103，ヒメミミズが104～105,トビムシと

ササラダニがそれぞれ104～105,自由生活性の線虫類が。

105～108のオーダーである。現存量と生産量については

次節で言及したい。

－－－－－－

－－－－－－

森林生態系と土壌動物

北沢右三

（東京都立大学助教授）

■

2．森林生態系型と土壌動物

わたくしは東アジアの多雨地帯で，北から南にむかつ・

て気温の変化に沿って現われる高山帯（寒帯）ハイマツ

林，亜高山帯（亜寒帯）針葉樹林，温帯落葉広葉樹林

(ブナ林)，亜熱帯（暖温帯を含勧常緑広葉樹林，北部

タイの熱帯高地常緑広葉樹林（クリガシを主とする)，

北ボルネオ・サンダカン付近の熱帯低地多雨林（フタ

バガキ科を主とし，大きい木の樹高ほ60mを越える）

で土壌動物の現存量を調査し，1年間の活動量を呼吸量

を示標として試算してみた。ここでは小形節足動物の抽

出に使用したトゥルグレン，ヒメミミズ抽出のニールセ

ン，線虫と小形双翅目幼虫抽出のベール宝ソの各装置の

抽出効率の補正がしてないので数値は過少評価のままに

なっており，現存量と呼吸量の計算にもいくつかの仮定

が設けられているが，図1，2に示すような大体の傾向

を知ることができた。

図でふると，現存量は温帯落葉広葉樹林から暖温帯な

いし亜熱帯の常緑広葉樹林にかけて最高であり，次に多

いの幟高山帯と亜高山帯（亜寒帯）で，熱帯多雨の低地

で熾低である。きびしい環境条件にさらされる高山帯や

亜高山帯に土壌動物量が少ないことを予想していたが，

少なかったのは大形動物だけで，中形動物の量は上の森

林系列の欺かで最大の値を示した。このことは，寒冷な

地域の生態系で有機物量が地表面より下に多く集まるこ

とと関連しているようである。

これにひきかえて，熱帯多雨林生態系でば有機質が生

死を問わず地表面よりも上部に集まり土壌有嬢物の相対

現象が知られていたが（たとえばKira,T.andShi-

dei,T.1967,Jap.J.Eco1.17:80-87),1968年に調

査してみて，やはり表土が薄く土壌動物の現存量も少な

いことがわかった。特に小形動物の量は上の森林系列中

の最小であった。

現存量はそこに存在する静的な量で，生物の生産，消

費（呼吸)，成長に対し資本のような性質をもっている。
一般に動物評について，

同化量（総生産量)一呼吸量一死亡量＝成長量

1．森林生態系における土壌動物の働き

土壌動物と土壌肥沃度の関係は，チャールス・ダーウ

ィンの有名な著書「ミミズの作用による植土形成｣(1881）
で力説されて以来久しく注目されてきた。現在では，人

間が土地を耕作し，化学肥料をあたえ，植物が生産した

物質を取り去る農謝也では土壌動物のプラスの作用ほそ

れぼど大きくないが，森林や草原などの自然土壌では，

植物の生産物質の土壌への供給，その分解と腐植形成，

無機物への還元が毎年くりかえして行なわれる中で，土

壌動物の働きが，土壌形成と土鰯IB沃度の増大と維持の

上に重要な役割を演ずることが明白になっている。

森林生態系の中で，なまの植物体を食べる励物群と，

植物の枯死体を食べる土壊動物とは，きわだった性絡の

違いを現わしている。前者は生態系における有機物の生

産工場である植物体を食べるので，その生活作用が大き

いほど生態系の有機物生産力を直接に低下させる。それ

にひきかえて後者は，土壊の中を運動して孔隙率を大き

くし，大量の尿塊を排出して大小の団粒椴造を作り，植

物枯死体をか承くだき細片にして土壌と混合し，また表

土と深土を混合し，運動力の小さい細菌，カビの菌体と

胞子を体の内外につけて土壌中を運搬し，動物が死んだ

あとに窒素に富む基質をあたえるなどによりマイクロ・

フロラの活性を維持または促進させる，などの働きのた

あ，その生活作用が大きければ大きいほど，生態系の物

質循環の速度を大きくし，動物の1次生産力を大きくす

る。森林のリターは動物の食物としては，豊富に存在は

するが栄養分に乏しく消化の悪い物質で，これを食う動

物は摂食量の80～90％を尿として排出する。自然は，

なまの植物を食べる動物(Grazers)から出発する食物

連鎖(GraZingfoodchain)に属する動物群の生活を大

量にまかなうことはできず，その現存量と生産麓は少遺

にとどまらざるをえないが，植物枯死体の分解動物から

出発する食物連鎖(Detritusfoodchain)に属する土
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図1．日本および東南アジアの諸種の森林生態系の土箆鋤

物D現存量（実纈と1年間の呼吸量（砿韓)。
A.C.S.は高山帯針葉低木（ハイマツ）林,SA.C.F.lt

亜高山帯針葉樹林,TE.D.F.は温帯落葉広蕊樹林（ブ

ナ林),ST.R.F.は亜熱帯（暖温滞を含む）多雨林，
T.H.F.は禦瑞高地林,T.R.F.は低地の熱帯多雨林．
(Y・Kitazawa:Biologicalregionalityofsoilfauna

anditsfUnctioninfOrestecosystemtypes.Sym-

posiumontheproductivityofthefOrestecosy-

stemsoftheworld.Brussels.1969より）

図2．日本および東南アジアの諸逓の森林生態系の大形土

壌動物（黒却と，中形土壊動物（白丸）の現存鑓と1

年間の呼吸醜説明は図1と同じ。

3．土壌動物研究の諸問題

熱帯地方の乾燥地のサバンナ林や雨緑林では土壌動物

がきわめて少なく，土壊の団粒構造が貧弱で，雨が降れ

ばべたべたの，乾けばこちこちの状態になるところが多

いが，山岳や多雨地の湿潤な常緑森林になると特に大形

土壌動物がふえて団粒椛造ば顕著になり，その対比が明

りょうである。わたくしは1966年に東アフリカの土壌

動物調査を行ない，森林の焼畑幾業が行なわれるのは山

岳の一定の高度以上の常緑林地域であり，そこに土壌動

物が多いことを確かめた。

国際生物学事業計画IBEのなかで，日本，マレーシ

ア，イギリスの3国協同のもとに，マレー半島のPasoh

Forestで熱帯多雨林生態系の生物生産力の研究(代表者

吉良竜夫氏)が計画され，1970年から着手されるが，そ

の中に土壊動物の研究が重要なものとして折り込まれて

いる。さきに述べた熱帯多雨林の土壌動物のあり方は，

大まかな予察的なものにすぎず，今回の研究により細部

にわたる諸法則が明らかにされるだろう。

土壌動物の種類と量は，土壊の性質のわずかな変化に

も鋭敏に反応するもので，ひとつの林分の中でも，微地

形，土壌水分，土壌断面の性状に応じて小刻みに変化

し，それは森林の更新による土壊の変化の場合にも明白

に現われる。たとえば伊豆大鳥の三原山では，噴出した

溶岩流の年代がよくわかっていて，固結したばかりの未

風化の溶岩から砂原のイクドリ群落，オオバヤシ．t'ブシ

林，燈も土壌形成の進んだシイ林の順に土壊動物が多く

なるありさまが明りょうである。

伐木と天然更新などの森林施業に伴う土壊動物の変化

の関係が大まかなところで成立するが，平衡状態にある

クライマックスの森林の動物で1年間の成長量（現存量

の増減で示される）がほぼゼロに近ければ，1年間の総

生産景は呼吸量と死亡量の和になる。呼吸量はまた生物

の活動力を示す尺度である。

暖温帯ないし亜熱帯多雨林の土壌動物では，現存量が

大きいことと，活動期間が1年のほとんど全部にわたる

ために，呼吸量が森林系列の中で最大になっている。熱

帯多雨林生態系では，現存量は小さいが，1年中続く高

温多湿の生活条件があるので，土壌動物の活動量は現存

量がより大きい温帯以北のものを上まわっている。熱帯

多雨林では土壌への1年間のリター供給量は1m2当た

り20,000Kcalをこえて系列中最犬であるが，土壌動物

によるその分解量健多くないと推定されるので，リーチ

ングや細菌とカビによる分解量の割合が北方に比べて大

きいと思われる。

温帯ブナ林，亜寒帯針葉樹林，高山帯ハイマツ林の土

壌動物の呼吸量は，現存量はかなり大きいにかかわら

ず，低温と活動期間の短縮のため，系列中で最低になっ

ている。比較的大量の資本の貯蔵とわずかの活動量，し

たがって生物生産での小さい回転率は，熱帯多雨林と対

照的であって，ここにも自然構造の一般的なあり方の一

端が示されていると思われる。
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をフィンランドのV.Huhtaら4名の研究者が精力的に

追究したがその成果!$Effectofsilviculturalpractices

uponarthropod,annelidandnematodepopulations

inconiferousforestsoil,ZoologiciFennici4''87-

143,1967が小滝武夫氏のご尽力により東京営林局から

訳出印刷されることになっている。

わたくしたちの都立大土壊動物研究グループも，日林

協のお世話で，ササの除草剤塩素酸ナトリウムの散布が

ブナ林とその伐跡地で土壌励物に与える影響について研

究し，散布直後の減少とその後の回復，ササの枯死によ

る土鰯譲層の変化と土域鋤物の増加などの現象の一部を

明らかにすることができた。

、

4．土壌動物学の最近の進歩

次に，森林を主として，土嬢動物学の溌近の進歩の模

様を，出版物によってたどって‘承よう。この方面の文献

がさかんに出はじめたのは，つい暇近の15年間ぐらい

のことである。ウィーン大学のW.Kiihneltの，特に森

林土壌について生き生きした内容を盛った著書<IBoden-

biologiemitbesondererBeriicksichtigungderTier-

welt''368頁,1950(その英語の第2版Soilbiology

withspecialreferencetotheanimalkingdom、368

頁1960）と，ハンガリーのJ.BaloghのO$Lebensge-

meinschaftenderLandtiere''560頁,1958の2冊が

開拓記念碑的な存在で，前者は特に興味深く書かれてい

る。その後，シンポジウムやコロキウムのProceedings

が相ついで出版された。その第1はイギリス，ノッチン

ガム大学のMcE・Kevan編のSoilZoology,512頁，

1955で，これは生態，応用，研究法にわたって有用な

本となった。1956年に国際土壊学会(ISSS)の中に土壌

動物学委員会が作られ，その主催により3回のコロキウ

ムが開かれてProceedingsが出版された。その1はイギ

リスのP.W.Murphg編の@jProgressinsoilzoology''

398頁，1962で土壊動物学の研究法をまとめ，その2

はオランダのJ.Doeksen,J.VanDerDrift編の$(Soil

organisms''435頁,1963で，土雛動物とミクロフロラ

の相互作用をまとめて活力にみちた本に仕上がった。そ

の3はイギリスのO.Graff,JE.Satchell編のl(Pro-

gressinSoilbiology''656頁,1967で，土壌生物群集

のダイナミックスをまとめている。

一方に，原生励物，ヒメミミズ，トビムシといった主

要な土壌生物群の分類，形態，生態の生理をそれぞれの

エキスパートが解説したイギリスのA・BurgesとF.

Raw編の4!Soilbiology''532頁,1967が出版され，土

壌動物学の内容もずいぶん整備されてきたことがわか

る。IBPとユネスコ主催の土壌生態学研究法のシンポジ

ウムのシンポジウムがパリで開かれ，そのProceedings

が出版されようとしている。

土壌動物が土壌の性質を鋭敏に反映するのを利用して

土壌診断が行なわれるが，この方面でソ連のM.S.

Ghilarov(ギリャーロフ)は｢土壌診断の動物学的方法」

279頁，1965をかき，ドイツのW.Dungerは「褐炭露

天堀地域の斜面やポタ山の再植栽地の土壌動物群集の発

展，土壌生物学的立地診断PedobiologischeStandorts-

diagnoseへの寄与」256頁,1968をかいた。

土爽助物学を主とする専門雑誌として，ドイツのE.

vonT6rneを編集主任とするdlPedobiologia''1970年で

第10巻と，フランスのDelamareDebouttevilleを主

任編集者とするlCRevned'6cologieetdebiologiedu

sol"1970年で第7巻があって，どちらも蒲実な歩承を

続けている。

以上のように土鯉助物学はおもにヨーロッパで伝統を

ふまえて発展し，アメリカでほたちおくれている。しか

しOakRidge国立研究所のDE.Reichle,D.A.

Crossleyらの最近の研究は目ざましく，アイソトープと

電子計算機を駆使して生態系分析の中で土壌動物の働き

をとらえつつある6日本では，土壊動物学は楠物寄生性

線虫や楓切虫など有害動物の研究以外に億とんどかえり

桑られない分野であったが，その研究の気運はようやく

にして高まり，1967年に日本土壌動物研究会が結成さ

れ,100余名の会員が6iEdaphologia''というささやかな

機関誌をもち,IBPの志賀山特別研究地域の針葉樹林，

水俣特別研究地域の常緑広葉樹林の生産力の研究の中で

かなりの活動をしているが，本格的な研究は，まだ始ま

ったばかりである。
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た。風害のほかにも，ほとんど毎年起こる性質のもので

あるところの雪害，凍害にも弱く，ある私有林では，そ

の被害木を処理するだけで，年灸の許容伐採量を越えて

しまうので，風が伐採計画を起こしているようなもの

で，自律的な計画なぞまったくたてられないという所も

あるくらいであった。また，トウヒ純林は土壌を溝悪化

するといわれ,Jnra地方では，もともと土壌的に恵まれ

ないこともあって，一歩誤れば，施肥とか広葉樹の植栽

によって土地改良をするにはあまりにも金がかかりすぎ

て，結局放置するより仕様がないとb､った場所さえ出て

来ているのである。

このような事情から，近年この地方ばかりでなくドイ

ツ全土に，混交林への林種転換が熱病のように大流行す

るようになった。現在では，機械化による物理的な生産

性増大とともに生物学的生産件増大ということが盛んに

論議され，混交林は生物学的経営合理化の最もよい方法

の一つとされている。この生物学的経営合理化法には，

そのほか，施肥，外国樹種導入などがあることは当然で

ある。

この混交林施業は，ドイツでは古くから行なわれてい

たもので，トウヒ，モミ，ブナji､ウヒ，モミ，マツ；

トウヒ，日本カラマツ；トウヒ，ブナ，モミ，欧州カラ

マツ等を地方により，また森林官によってその組み合わ

せは多種多様である。その更新法や搬出法についても，
ドナウエッシンゲソ

その長い研究と維験から,Donauerchingenの日本人も
ブュルストリッヒフュルステンペルグ

多数見学に行っているFiirstlichF6rstenberg家の林

のように，はっきりとした理論的根拠を確立している所

もある。このような林業経営はいかにもドイツらしく，

長い歴史的なしかも着実な研究の所産である。

輪伐期はドイツ全般に長く100～140年が普通で，あ

くまでも大径高価値材の生産を目標としている。短伐期

小径木大量生産という問題がFAOから提示されたこと

があるが，それに対してば，小径木生産は間伐によって

行なうべきもので，林業者としての立場からは，労働生

産性，生物生産性の両面から考えて，あくまで犬径木高

価値材生産を行なうべきで，単に小径木需要が非常に増

大することが予想されるからといって，それを短伐期林

業によって満たそうとするのは邪道であるとした議論が

なされた。

これは世界的にもいえることであるが，三一戸シバの

林業経営思想は過去の最大収量思想から最大収益思想に

変わりつつあり，粗植や強間伐によって間伐を無くした

り，回数を減少させたりすることにより収益性の悪い間

伐をできるだけやらないようにするとか，帯状間伐や列

状間伐によって機械化するなどの考えが出て来ている

＝

、
三
二
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,,"マ",叩一,‘Ⅲ1-,,M1電,I,叩－1‘,1,-1,,ル

や
‐

＝11111‐10068ー001IIPI1IIlー11111‐11＃
巳

は しがき

わたくしは，1968年9月から1969年10月まで，独国

フンポルト財団の援助を得て，西ドイツに滞在した。そ

の間1969年の6月7月の2カ月間，西ドイツの方准の

私有林や公有林を見て歩く機会があった。その間に訪問
バーデンパイエルン

した公私有林は,Baden地方で三つ,Bayern地方で三
二一ダーザクセソ

つ，およびNiedersachrenで四つになる。

BadenとBayernば南ドイツのスイス，オーストリ

アと国境を接する地方で，ヨーPシバでも最も旅業の盛
シユパルツバル1、

んな地方である。特にBadenのSchwarzwaldと呼ばれ

る最高1,500mから600mくらいのなだらかな山地は有
シュバービッシェァルプ

名である。Badenでは，そのほかにSchwabischeAlp,
ポーデンガー

Bodenseeなどの林業地がある。また,Bayern州では

南のオーストリアとの国境にそそり立つ美しい岩山で飾
アルーくン

られたAlpen地方が，日本人的センスでの山岳林地帯

である。その風景の美しさは，世界中の観光客を引き寄

せている。ドイツでも，このあたりでは架線集材が行な

われている。ドイツに残されたわずかばかりの天然林の

多くがこのあたりにあり，そのほとんどが国有林であ
ベーマーパルトパイニリッ

る。そのほか,Bayern州には,B6hmerWald,BayeriS-
シャーバルトユラ

cherWald,Jnra等の大森林がある。

この南ドイツ地方では，最も収益性の高いトウヒ

(Fichte)を中心とした施業が行なわれているのである。

三一戸シバでは，トウヒが日本のスギ，ヒノキのように

最も多く使用され，また最も収益性のよい樹種である。

モミ(Tanne)は少し値が落ちる。したがって，かつて

は，トウヒの純林施業をもってよしとする思想が強く，

トウヒ純林経営が広く行なわれた。それゆえに，現在で

は，トウヒの純林が非常に多く，相当な高収入の源泉に

なっているのである。しかし，一方，その反面の純林な

るがゆえの被害も多くなっている。1，ウヒ純林は諸害に

弱く，1962年の大嵐では大被害(Bayern全域）を受け

一

一
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が。ことドイツの私有林に関するかぎり，そのようなこ

とがらはあまり話題にもならないようであった。

南ドイツの歴史的森林経営に比べて，北ドイツの
ブラジトドイチ＝

PlattDeutschと呼ばれる平地の林業はかなり異なった
二一ダーザクセン

おもむきをもっている。このあたりNledersachsen-
ハイデ

帯はもともとHeideと呼ばれる荒地が多かったのである

が，次第に農地として開こんされたのであるが，農地と

Lては生産性がきわめて悪いために，後に森林を仕立て

るようになった所が多いのである。その土地の悪さのゆ

‘えにほとんどの場合マツを『|』心とした林業が行なわれて

↓､る。しかし，森林によって土地改良の進んだ所ではト

ウヒやダグラスファー等が導入されつつある所もある。

ドイツでは数百ha以上の森林を持つ所有者ほ必ず専

潤の教育を受けた森林官をやとって森林の経営にあたら

せている。極端にいえば，森林は当然専門の森林官によ

っての象経営されうるという考えが強いのである。この

森林官の制度は州によって違うが，軍隊のように階級が

あって，州によっては制服，肩章を用いている所もあ

る。これは日本の国有林の役人のようなものではなく

て，むしろ，古来の山守を制度化したようなもので，ド

イツではほとんどあらゆる職種に存在する職人親方制度

と同質のものである。彼ら森林官は国有林の役人である

場合も多いが，その多くは公有林や私有林にやとわれて

劫､るわけである。

この森林官の任地は，国有林，私有林を問わず，ほと

んど変わることがない。ある森林官の話によれば，始め

の10年間は山を見て歩くだけで皆目何をやったらよい

のか見当もつかないが,10年たつと何とか仕事ができる

ようになり，20年たつとようやく自分の考えというもの

ができてくるので，結局30年同じ所に居なければ本当

の仕事はできないということであった。

さて，この森林訪問をするにあたって，事前に下記の

ような項目からなる質問紙を作成し，訪問した森林の所

有者や森林官に記入してもらった。幾用や収入に関して

鰹秘密になっているものが多く十分な回答を得られなか

ったが，ドイツ林業の収支状態を垣間見るぐらいのデー

タは得られたと思う。

、この質問紙は次の七つの大項目に分けて作った。

1）当該する森林の果たしている役割または使命

2）当該する森林の状態

3）森林生産物についての状況

4）生産手順と方法

5）経営環境

6）設備・施設

7）作業者についての状況

以下，第1章にドイツ公私有林についてわたくしが聞

きかじったことがらを一般的に紹介し，第2章以下に上

記質問紙の回答に基づいた報告を各項目について行なう

ことにする，

1．ドイツ公私有林の所有または経営形体

西ドイツの国土面積は24,321,000haで，そのうち

7,154,000ha,すなわち国土の約29%が森林である。

日本では国土面積36,838,000haのうち25,053,000ha

が森林で約68％の森林率ということになり，西ドイツ

の場合とほとんど逆になっている。それにもかかわらず

西ドイツではいたる所に森林があるように見えるのであ

る。実際，大低の都市はその近郊に市の林をもっており

市民の厚生に利用されている。ある場合には水源水質保

謹に，ある場合には市民の散歩道として，またある場合

には住宅地としてというようにいろいろな目的に用いら

れている。ドイツ人は実に散歩の好きな国民で，暇があ

れば歩きに出掛ける。特に日|恩などは晴蒼姿で家族全部

で一日中散歩を楽しんでいる。これが彼らの最大の楽し

象であるらしい。したがって散歩道はドイツ人の生活に

は不可欠なものでもある。ドイツの人口密度は1km2当

たり200人以上もあり，日本とそんなに変わらないので

あるが，国土がほとんど平坦であるために，人口は地方

の小都市に分散しており，国土全体が利用され，あらゆ

る所に町があり，原始林というものはほとんど皆無であ

る。したがって，わずか30%の平地に人口が集中し大

都市が多い日本の場合とば相当におもむきが違うのであ

る。日本では人間のいない土地が非常に多いのである

が，ドイツでは逆にどこにでも人間が住んでいるわけで

ある。日本でほんの16％しかない耕地でも，人間の居

住地域から見れば，いたる所に耕地があるように見える

のと同じように，ドイツの30％の森林でもいたる所に

森林があるように見えるわけである。

この30％の森林のうち約30％が国有林，その他が

公有林，私有林となっており，日本と同じような総成を

もっている。これを所有規模別に示すと表1のようにな

っている。

さて，わたくしの訪問した公私有林は次の10個所であ

る。各州に森材斬有者組合という組織があるが，これら

の訪問先はすべて,この組合が選んでくれたものである。

バーデン州(Baden)

1）ドナウエッシンケン

7710DonaneschingenFiirstlichFiirstenbergische

Forstdivektion(DrKwasnitschka)

2）ポードマン

7765Bodman/BodenseeGrafl.v.Bodman'sches

』

■
一

一

一
」

●
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表1所有種別森林経営規模 (1960.10.1）

私有林
等の
筒_称一
傑林
訂横
000ha

財
団
一

団等の

雄慕鶚
本
面積
1000ha

財産区學
共同有蒲畷

全体 国有州有林 市町村有林

-．、a以上

信繍縫瀞意,蓋羅瀞蕊,蕊繍瀞経営体数-..ha以下

0.5~1111,8667815701570068：
1~2126，8831751860966］98‘
2～5136,692425162111,61551,699

；:|↓蕊
5～1061,744‘42513811，396

10～2030，68841712221，4ﾕ1

20～5015，43946414142，1687161：

50～1005,2473698661,9671432C(

100～2003，64351391132，11130111：

200～5002，63680712542‘1，6234967（

500~10008415814010414433003‘

1:::‘:;;‘}:‘;;‘；.1000～30007891，47

3000以上3011，20

森
経営体

面
数 10（; :鰈”””識綾鴬"|辮雪

森林森林森林森林

森林面積経営体経営体経蕊体経営体経営体数面積面積
数1000hal"|1000halxxllOOOhal"|1000hal"|1000iia1000halOOOhalOOOhalOOOhalOOOha

5~1111,8667815701570068119210110,46677
1~2126，8831751860966］9841156．0124，691173
2～5136,692425162111,61551,6911528211132,942412

；:|‘篭］:：；：粥：紫
5～1061,744‘42513811，396

10～2030，68841712221，4ﾕ1

20～5015，43946414142,005;247559-555I;557&435661il655I6=5:435I6675534450～1005，2473698661，9671432CO’14556402，438166
00～2003，64351391132，11130111211539656933128
10~5002,636807］2542:1，6234967812323569575177

00~1000841581¥:xJ'"|;!!;|{;:;:;1z1:::‘:;;‘}:‘;;￥：";¥'i:::：30～30007891，47

00以上3011，20

合計'496,76916,"811,88812,12311"051ユ,58116,4061］"'3,37012401470,70012,81』

ｒ
一
■
ｒ
Ｂ
■
Ｂ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
，

一 一

Forstamt(OberforstratPeck)

3）‐ﾏイナウ

77511nselMainauS.H.GradLenmartBerna-

dotte(Siegel)

バイエルン州(Bayern)

､4）ヴァラーシュタイン

.8862Wallerstein(beiN6rdlingen)

Ftirstl.Oettingen-Wallersteinsche

Forstrerwaltung

(ForstolirektorFritzLautenbach)

遍）インゴールシニタット

,8070IngolstadtForstdirektiondesWittelsbacher

AuSgleichsfonds

(ForstdirektorMassar)

句ゴッチンク

.8151Gotzing/Postthalham(beiⅣnesbach)

StadtForsthausGotzing

(OberforstratWimmer)

ニーダーザクセン州(Niedersachsen)

｡7）ガルトー

Gartow/EIbeGrmbl.BernstorffScheRevier

Garton(DberforstmeisterJUnack)

:8）リニーネブルク

LiineburgForstverbandimRaumLiineburg

9）ヴァトリンケン

Wathlingen/keiCells(vonReden)

ﾕ0）ピュッケプルグ

BiicheburgFiirstlichesForstamt,Schaum-

burgerWald(OberforstmeisterDieneman)

以上のうち，2，3の興味のある経営体の性格について

述べておこう。

i)水源保誰林(Gotzing)

バイエルン州のゴッチンクには，ミュンヘン市の水道

課が所有している林がある。この林は市の営林局によっ

て水源地帯保護林として特別に経営されている。

ミュンヘン市の水道は，ウィーンの水道とともに，ヨ

ーロッパ，おそらく世界でも唯二つだけの特殊なもの

で，アルプス山脈から流れ出る地下水を掘り抜いて，直

接市民に送っている。途中に浄水場を設けて化学処理を

するということをせず，そのかわりに，森林によって生

物学的に浄水しようという方策がとられている。巨大な

アルプス山塊を水タンク代わりに使っているわけで，そ

の水量はきわめて豊かで，同市の莫大な水需要iこもピク

ともしない。したがって，ミニソヘンはドイツで一番安

い水を使える所となっている。この豊かな水がミュンヘ

ンのビールを作っているわけである。ドイツではビール

ほど安い飲承物はない。ところが，アルペンの水は石灰

分等の混ざりものが多く，残念ながら，飲料水としては

あまり適していないのである。この採水場がゴッチンク

にあり，その採水場の上部の台地に1,880haの森林を

仕立て，水源の水量および水質保持改良という目的のも

とに経営しているのである。この台地は，もともと農地

であったのだが，これをミュンヘン市がすべて買い上げ

て森林に転換したので，現在，1代目から2代目への転

一
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換期にあるものもあれば，いまだ1代目の植え付けを終

わっていない所も残っている。

この森林の経営は，その水源保持という目的によって

制約されており’裸地を作ることをきらい，更新は樹下

植栽および天然下種を主としている。また，積雪補足の

ためと，土壌の透水性および水分保持性をよくするため

に，落葉樹を多く含んだ混交林が最良のものと考えられ

ている。ところが，実際は，1代目の林が当時の林業思

想から,ほとんどトウヒの純林として仕立てられたがゆ

えに，現在，これを混交林に転換することが経営の主目

的となっている。この混交林の樹種とその割合として，

は，収益性のよいトウヒ50％,土壌改良のための広葉樹

（ブナ，カエデ，タモ，ニレ，ハンノキ，シナノキ）を

30％，落葉針葉樹で収益性のよい日本からマツ，および

欧州カラマツを20％といったところが，目標としてか

かげられている。この割合にしておけば，全積雪愛の約

90％を補足できるが，トウヒの純林では約50％が失わ

れるということである。カラマツが収益性がよいという

のは，この大径木（直径80cm以上）が，被セ板材とし

て，㎡当たり700～800DMという高値を呼ぶことから

きている。

日本カラマツはドイツでも非常に成長がよく，トウヒ

と競合しても負けないので，トウヒと日本カラマツ，ブ

ナと欧州カラマツという紐み合わせがよいとしている。

現在，この林は，ヘクタール当たり300m3の畜積を

もち，年成長量ヘクタール当たり10.5m3(皮なし),年

伐採量ヘクタール当たり5.7maという大変収雛性のよ

い林となっている。もちろん，林道網も完備している。

ii)王家の財産管理

インゴールシニタットのヴィッテルスバッヒャー財団

ほ，有名なワグナーの後援者であり，また南ババリアの

美しいロマンチックな多くの城を作り，最後は美しいア

ルペンの湖に身を投じて幕をとじたバイエルンの王家の

森林を管理経営している財団である。その森林の所有権

は’第1次欧州大戦後の革命によって，すでに，その王

家にはない。しかし，その林が四散することを防ぐため

に，この財団が設立されたものである。

iii)農家林組合

ニーダーザクセンのリューネブルク地方はほとんどハ

イデと呼ばれる荒地である。この荒地は，もともと幾家

の共同使用地であったのであるが，のちに，これが各艇

家に等分配され，各個に農用に供されていた。この面菰

は一戸当たり100ha以上の大面積である。しかし，そ

の農業生産性がきわめて低かったために，ほとんど放置

されていたが，マツの植栽により森林を仕立てることに

、

よって，いくらかの収益をあげるようになったbそこ

で'各地に森林組合が結成され,おのおの駒専門の森林官

をやとって経営するようになったのである。その規模は

3,000haぐらいのものから数万haのものまでいろい

ろである。

加入者は，毎年ヘクタール当たり3DMを組合に払．

い’また，伐採，販売を組合に依頼した場合，その収益

の3％を手数料として出さなければならない。各加入者

は，その持分について，いつでも，その伐採換金を組合

に依頼できるが，その申し出に対して組合ば伐採区域を

指定したり，禁止したりできることになっている。もち‘

ろん申し出がないかぎり伐採は行なわれない。組合の方

針としては，手入れはすべて組合の手で行なうが，伐採

に関しては，収益がプラスになる場合にの翠組合の手で

行なうが，たとえば，間伐のように収益がマイナスにな．

るようなときは，所有者の自己労力によって行なわせ，

その販売の承について委託を受ける。加入者自身は所有

者であると同時に労務班として賃金収入を得ることもで、

きる。また，自己の所有林を自己労力で手入れすること

は自由である。

iv)歴史的一殻私有林

ほかの七つの私有林は，いずれも歴史的な所有権を持

つもので，すべてGrafとかFurSt.すなわち伯爵とか侯

爵という称号をもっている。一般的にいっても，新しく

林を買って森林経営をはじめようというような例はほと

んど皆無であるということである。それほど，これらの‘

私有林は歴史的にも十分な経営をされてきているわけで．

ある。このような比較的大面積をもっている旧貴族や旧

王族の林がりつばに経営されているのは，戸シア黄族と

同様にドイツ貴族も，自分で汗を流して自分の土地を経

営するという伝統があったということにも負うところが‘

大きいのである。それだけドイツ貴族というものは泥臭

いものであったともいえる。もちろん，現在ではドイツ

は共和国連邦制であって，貴族というものは存在しない

のであるが，王家や没族の称号はいまだに残されてお

り，特に林業においては，慨族有林が林業や林学，森林．

官制度などの母体であったところから，今でも中心的勢。

力の一つでもある。

大きな所では，パルプエ場，製紙工場，合板工場を経

営し，自己生産材のほとんどを，ここで消致するよう

な，一種の孤立国的性質をもっている所もある。また，

これらの旧貴族は林業ばかりでなく，その他のビール業

界などにも勢力をもち，相当な経済力をもっていること‐

が多いのである。
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2．森林と森林経営者の果たしている機能

さて，質問紙の七つの項目のそれぞれについての回答

から，ドイツの公私有林の一般事情を探って承よう。

第1項目のドイツ社会における，おのおのの森林およ

びその所有者が果たしている役割について，次の四つの

質問を行なった。

1）あなたの所で生産されている材は，どの市場，ど

の工場へ，また，どのくらい遠くまで供給されています

か？その供給先の市場または工場と，その所在地，材

種，年間供給量を記して下さい。

2）あなたの所では年間どのくらいの量の燃材を生産

していますか？

3）あなたの林は狩猟用に賃貸されてい菫すか？ま

た市民のレクリエーションに使われていますか？も

し，使われているとすれば，どの地方から，利用者がや

ってきますか？

4）あなたの経営目的は何ですか？また，その将来

の実現性についてどう考えていますか？

材種と用途

森林で生産される材の形とその用途を示すと次のよう

になる。

材 種用途

用材(Stammholz)製材・製板用

丸太材で長さが20mま(Sagewerk,Schneideholz)

での各m単位の長さの家具。とって

もの。 (TisChlerholz>Stiel)

造船内装(Schiffban)

層材(Schichtholz)紙パルプ

16cmくらいまでの小径(Papiero･Schleifholz)

丸太または割材で長さ繊維パルプ(Faserholz)

1m･ 合板(Spanplatten)

繊維板(Holzfaserplatten)

燃料(Brennholz)

棒材(Stangen)杭木(Grubenholz)

その他垣柵用(ZaunbaustEmgen)

ブドウ支柱

(Traubenstangen)

クリスマス等装飾用青木

(FiirWeihnacht)

木材供給範囲およびレクリエーションのために利用す

る人盈の来る範囲

おのおのの訪問先について，その生産材の供給範囲を

示すと図1のようになる。また，図中に点線で示された

失線は，厚生，狩猟のためにその林を利用する人たちの

やって来る範囲を示灸

狩猟とレクリエーション

》股鵬

L－し■シ

リ来る判例i

した舐！&

矛
一

０
《

凡壼や

"クア

図1木材供給範囲と厚生のために利用する人達
の来る範囲

おのおのの所有者の森林所有面積，年間木材生産量，

狩猟に賃貸されているか否か，市民のレクリエーション

に利用されているか否か，について表にすると表2のよ

うになる。

狩猟賃貸契約は股低9年以上の長期契約でなければな

らないという制限をもっている。これは，狩猟用野生動

物の絶滅を防止するためにとられた制限である。また，

その低かにも，動物保統のために，森林内に冬期などの

ほかにエサを求められない時期に動物が自由にやって来

てエサを食べられるように，エサ用の畑作地をもうけて

いる所も多い。

動物の所有権は森林所有者にあるが，その林が質貸さ

れた場合はその権利が借受人仁渡る。

動物は自然繁殖で人手を加えるようなことはなされて

いない。

狩猟用としてば野呂(Reh)が一番多く，もっとも一

般的なもので，一般のレストランでも食べることができ

る場合が多い。余談だが，森林官に食事を招待されると

大低出てくるのは，この野呂の料理である。そのほか，

猪,(Wildschwein),鹿(Hirsch)等が一般的な独物で

ある。普通に車で巡回していても，しばしば，これらの

野生動物に出合うことができる。このように森林と狩猟

一
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表2森林の利用状態
－－－－－－

森林所在地 狩猟賃貸の
あるなし’ ’

レクリエーション客の
あるなし

－

｜所有面積ha
年生産鐙In8

（燃材）

2,000～5,000
（50～100)
1,200～2,000
（120）
14，330
（755）
11,000
(900)
10，800
（600）
77，500
（10,000）
38，410
（4,800）
12，600
（1,000）
1，600
（300）
89，000
（10,000）

○
×
○
○
○
×
○
○
×
○

Liinebung

Wathlingen(Celle)

Biicheburg

Gartow

Gotzing

Wallerstein(Nordlingen)

Ingolstadt

Bodman

Mainan

Donaueschingen

○50％

×

3，000

383

3，039

5，500

1,880

10,000以上

10,531

1，531

355

19,700

×

○
○
×
○
×
×
○

■

12％

自家経営

自家経営

ｈ

＝．

ること，施肥による土地改良，および，成長のよい外国

樹稚（ポプラ，ダグラスファー，セコイア等）の導入な

どがあげられている。一方，広葉樹の多い所では，現存

樹種のうち収益性の高いトウヒ，ブーラの混交割合を増大

させるという目的を述べている。

混交林の効用については，混交林にすることにより土

地改良が行なわれるほか，災害に対しても，お互いに他

樹種をかばい合うことになるので，いく分は強くなるで

あろうし，たとえ，トウヒが風に倒されても，ほかのも

のは残るので全滅ということはなくなるだろうというよ

うなことが述べられている。

また，市場のいろいろな要求に対する適合性を高める

ことが経営目的の一つとして重要であると述べた森林官

もあった。そのほか，住民の利益を守もること，森林の

公益性についての考慮の促進などもあげられている。

は深い関係があるため，ドイツの森林官は狩猟の資格も

もたなければならないことになっている。

経営目的と将来の展望

この質問については，ドイツの森林官は例外なしにと

まどった。日本でならば，試行錯誤的にあれもやって設

い，こうやってはどうだろうと，いろいろな回答を得ら

れるであろうが，ドイツでは林業そのものが老成されて

いる感じで，概して保守的，現状維持的であって，この

種の質問にはあまり多くの答を得られなかった。

むずかしい，むずかしいとブツプツいいながら答えて

くれたものを整理すると次のようになる。

災害に強い林（近年大風害のあった南ドイツ共通)，

蓄積が多く保続生産性の高い林を作ることが当面の目的

である。その方法として，これまでのようにトウヒの純

林ではなく広葉樹をより多く入れた混交林施業に転換す

～

=＝

好 評発売中

森林航測ハンドブック
林野庁監修

A5判約500頁特製本日林協編

I

’
１

｜
■
｜
■
■
■
■
■
｜
■
日
日
■
■
｜
■定 価

会員特価

円
円
０
０
０
０
０
８
Ｊ
，

２
１

申込先東京都千代田区六番町7番地日本林業技術協会
1

－16－



剣Ⅲ炉|OOllil､'llllljqlllll･･qIIDI･･18IID･･llロルIIIII'･'IIIIDIJIIIP,KⅢ肥1111昨IIRlll･qllIi‘･'811, ので臭くもなければ蝿もたかっていないのがせめてもの

救いだ。

昼食後染んなで野イチゴ(Fragaria属）狩りに興ず

る。実の丸いレスナーヤークルプニーカと，やや細長く

篝片のそり返ったゼムリャニーカとの2種が混生してい

る。ともにオランダイチゴに似た形態をしているが小型

である。味もオランダイチゴそっくりだがゼムリャニー

カの方がうまく，香もよい。現在でも田舎ではイチゴ狩

りが盛んに行なわれ，どの家庭にも自慢の自家製ジャム

が貯えられているとのことである。ちょうど北方森林地

帯でコケモモが重宝がられるのに似ている。

やれやれ今日は日|綴だから午後ほお休承かと思い，ベ

ッドに横になったとたん隣の燕麦畑で調査開始の合図。

断面No.4ポドゾル化暗灰色森林土，重埴土，母材

はレス。断面No.2よりはポドゾル化の程度は微弱で，

A1層はより黒い(10YR2.5/1)。この暗色穂のものは灰

色森林士地帯の南端に現われ，灰色森林土の中では自然

肥沃度がもっとも高いといわれている。深さ約110cm

から始まっているB3Ca層には，断而No.3で見られた

ような炭酸塩は肉眼的に認められなかったが，塩酸で盛

んに発泡する。そしてさらに下部には指頭大の炭酸塩の

粒が含童れでいたので記念に採取。

注1．前号で帆淡色灰色森林土〃としたもの朧帆淡灰色森

林土〃と訂正します。

2．前号の断面No.2の淡灰色森林土には､職ポドゾル

化〃という語を冠して下さい。

夕食後，助手のタチヤーナが化粧箱から小さな鏡を出

して「日本製か」と尋ねる。よく見るとⅥ銀座かねまつ〃

とある。この宣伝用小鏡がどんなルートで彼女の手に入

ったのであろうか。20時またも強雨。ゑんなテントに逃

げこ梁トランプ。ろうそくの灯の揺れるテントでのトラ

ンプもまた楽しい。彼らのトランプには2から6までの

カードが無い。街で売られているのも大部分がこのタイ

プである。これを使ってツーテンジャックに似たゲーム

をくり返して得点を競っている。

7月21日スパスコーエールトピノーポ村でツルゲー

ネフの旧邸を見学。やはり広大嫌屋倣。しかし住時の邸

宅は火災のため今ほ無く，残された礎石から昔の蕊壮さ

を忍ぶよりほかない。バナナやパイナッブ‘ルを栽堵した

という温室もその跡だけ。遺品の2連銃，角笛，狸物袋

などが展示されており，艇村を愛し，猟を楽し黙，腱民

を好んで描いた彼の面影が忍ばれる。

オリョール市で大休止し食料調達。街路樹に今まで見

なれてきたシナノキがほとんど見あたらない。またド声

ノキも減ってきたし，その生育も悪くなってきた。

478km地点のシラカバ粗林に野営。裏の丘に催ハシ

自然成帯性を追って（2）

モスクワークリミヤ半島トラック旅行記

久保哲茂

（林試・土じよう部）

IWIIUI'､llilb'､UⅢ'し,III111･,'IIIII'剣Ⅱ|i1l'､qlln'･,IWIIp･'IIIIIPIIIIIII-illIDI,41IIID･･qllll''IIlli'-IIII1I|

森林-ステッピ帯

7月20日耕地，草地が次第に広くなり，森林は谷間

に退いたような景観となる。ソバ畑で断面調査。ソバ畑

といっても，途中に樹木や電柱などのような目標物が無

､､ため，端までの長さ，まして面澗などつかみようもな

いくらい広い。今ち聖うど花臓りで，遠くは霞のよう。

断面No.3ポドゾル化チョルナジョーム，重埴土，

母材はレス。生まれて初めてチヨルナジョーム（黒土）

に対面。しかし想像していた縁ど黒くない。黒褐色（10

YR3/1)のA1層が深さ約62cmまで発達し，厚さ約

20cmの黒褐色(10YR3/2)のA,B層を介して，黄褐

色(10YR4/3)のB,層に移行している。深さ約1m

から黄澄色(10YR5.5/4)のBCa層となり，塩をふい

たような炭酸塩の沈積が見られる。もちろん塩酸をかけ

ると盛んに発泡する。pHはなんと8.00｡A,層下部に

珪酸の微晶片が認められ，この特徴をもとにポドゾル化

したものとして細分されている。この付近は黒土の北限

地帯で，黒土の大部分はこの亜型もしくは溶脱チヨルナ

ジョームに属しており，灰色森林土と混在している。

プラーフスク市で小憩。助手と女子学生の1人は食料

調達のため大きい袋をかついで店へ。他の者は街頭でク

ワス（アルコール分のないビールのような飲物）やアイ

スクリームを立食いしたり散歩。

プラーフスクを出て間もなく強雨に会う。降水量約

500mmの土地にしては想像もできないような激しい降

り方。あわてて荷台前部のシートを下げたが，すぐ･や

､承，後にはまぶしい太陽。

まだ太陽は高いが,270km地点のシラカバ粗林に設

営。近くでは農夫が下草を長柄の大鎌で刈り取ってい

る。このような粗林では，採草だけでなく放牧もすると

、､う◎そういえば牛蕊が散在している。しかし学生たち

4まそんなものにはいつこう気をとめることもなく，トラ

ックから野営器材を投げおろしてしまった。どうも彼ら

の太い神経にばついて行けない。ただ糞が乾燥している

､

心
《
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しかし表層物質は相変わらずレス。この付近の林地率ば

約15％で，ナラ(QuercuSrobul･),マツ(PinuS

silvestriS),ヤマナラシ(PopulUstremula),シラカバ

(Betulaverrucosa)が多く，トネリコ(Fraxinus

excelsior),トウヒ(Piceaexcelsa),シナノキ(Tilia

cordata),ハンノキ(Alnusglutinosa),カエデ(Acea

platanoides),ニレ(UImuslaevis,U.campestris,、

U.scabra)*,移入種のカラマツ(Larixdecidua)は

非常に少ない。低木階には，ハシバミ(Corylusavella-

na),マユミ(Euonymusverrucosa,E.europaea),

ヒョウタンポク？（Lonicel･axylosteum)，カエデ(Acea

campestre,A.tataricum),クロウメモドキ(Rhamnus

catartica),イソノキ(Frangulaalnus),ミザクヲ

(Padusracemosa),ナナカマド(Sorbusaucuporia),

リンボク(Prunusspinosa),ステッピザクラ(Ceracus

fruticosa),などがある。草本階にはスケ(Carexpilosa)･

およびAegopodiumpodagrariaのほかに，少、コーこ

(Stellaria属),ウマノスズクサ(Asarumeuropaeum),

クルマバソウ(Asperulatinctoria),スズラン(Con-

vallariamajalis)などがあり，湿った林地ではノガリヤ

ス(Calamagrostislanceolata),ダイコンソウ(Geum:

rivale),シモツケ(Filipendulaulmaria)などが見られ

る。一般に職沐はいじけた樹形のものが多く，防風林の．

トネリコ，カエデなども生育悪く，葉色にも生気が見ら

れなくなった。

7月22日クールスク市で大休止。南ロシヤの代表的

な都市の一つで中心街には近代高層建築。学生たちに誘

われて古い家並の残る下町を抜け，バザールと呼ばれる

コルホーズ市場へ行く。売手1人当たりに約1rn四方の

台があてがわれ，その_上にはアソズ，桜桃，スモモ，ス

グリ，トマト，ウリ，ピーマン，ダリヤ，グラジオラスな

どが並べられている。中には七面鳥を小脇にかかえた老

爺，鶏や家鴨をぶら下げた者，鮒に似た魚の干物を紐で

通して首からかけた者もいる。広い構内はすごい雑踏，

強烈な臭気と色彩，喧燥と異様な熱気。農場では見られ

なかったたくましい農民のエネルギーが感じられる。こ

れらの商品は，コルホーズ艇民が家のまわりの自由耕作

地で生産したもので，バザールはソ連経済体制下で唯一

の公認の自由価絡市場である。その価格は公営商店での

約2倍はしているが，品物が良質，新鮮であるた過すご

い人気があり，旅行者（特に北からの）までが土産を買

いに立寄っている。また値切りを楽しあるのもバザール

だけである。この制度は，この国の生鮮食品の生産流通

において堂はともあれ無視できない役割を果たしている

のは事実であり，ソビエト経済の1断面をかいま見た思・

いがした。
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図3植生概観図（ソ連アトラスより）

森林1．中・南部タイガーのマツ林2．亜タイガーの広
針混交林（トウヒ・ナラ）3．ブ･ラを主とする広葉樹林(ナ
ラ・シナノキ・数種のカエデ）4．北コーカサスとクリミヤ

山地のナラ林・ナラーシデ林5．マツー広葉樹林6．ナラ
林・沿海擬常緑樹林7．山地のブナ林・ナラープナ林草

原8．湿草原9．多種草本-ハネガヤ草原10．ハネガヤ
草原11．ニカヨモギー短茎禾本繭触草原12．谷底低地の
草本沼沢地･草本-ミズゴケ沼沢地・時に臆ハンノキ林13．
洪滴地の湿草原･瀦木林･森林砂漠14．半潅木性塩生
植物・一年生塩生植物15．長期冠水する河洲のアシ・カ
マ・ダンチク縮尺1:10,000,000

バミ，ナラ，トネリコの列状混楠。ハシバミだけは生育

良好。その実ほドングリぐらいあって食料用として街で

売られている。

1昨日通過したツーラ市あたりから森林一ステツビ帯

に入っており，昨日と今日のコースはその北半部を通過

したことになる。ツーラ市付近では石炭系が主であった

地質は，この付近では白亜系に変わっており，河川沿い

の深部には，ジュラ系，デポン系の岩が顔を出している。

一
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4日間アルコール抜きの辛抱もど

うやら限界にきたようで，こっそり

デパートでウオッカを仕入れて出

発。間もなく低地を通過するたびに

白い白亜系の地層が崖に現われ始あ

た。日本人でもこの地層を見れば，

熱白亜〃と命名された理由がわかろ

う。花臘りの馬鈴薯畑の端の大きい

道路切取面を使って断面調査。

断面N0.5典型的極厚層チョル

ナジョーム，重埴土，母材ほレス。

黒褐色(10YR3/1～2/2)のA1層

は厚さがなんと122cmもある（図

4参照)。A層の厚さによって，薄

"(<40cm),中層(40～80cm),

厚層（80～120cm),極厚層(>120

cm)と細分されている。近くの広

い低地に面した緩斜面でも一つ調

査。ここではレスは削り流されてい

るため，基盤の白亜風化物が母材と

なっている。あちこちにチョーク原

料のための白亜の採掘が見られる。

断面No.6残炭酸塩質チヨルナ

ジョーム，埴土。黒褐色(10YR

2.5/1）のAICa層は厚さ約35cm

でpHは7.75,厚さ約30cmの黄

褐色(10YR5/4)のA,Bca層は

pH8.00,ついで厚さ約20cmの黄

燈色(10YR8/3)のBC層を経て，

c層（白亜風化物層）に移っている。

もちろん全層塩酸で発泡し,BC,C

両厨のpHIX8.00以_上もある。こ

の亜型に属する黒土朧，普選，石灰

岩や泥灰岩を母材にしてb,るとのこ

とである。

クールスク会戦の記念碑前で小

～8月5日の1カ月間，独ソ両軍が

illllllll｜
意してきた花環を捧げる大勢の旅行者を見ていると忠魂

碑までこわした日本を思い出した。

近くのガソリンスタンドで給油中，農家へ手を洗い､こ

立ち寄る。ここの若夫婦は日本人は初めてだと石けん，

タオルまで持ち出して大サービス。おまけに裏庭の桜桃

が熟れているから食っていけと案内してくれる。たら参

く食ったうえに，めいめい袋代わりの帽子やスカーフに

一杯つめて出発。

670km地点の道路脇の防風林で野営。反対側はコム

ギの刈跡。ニセアカシヤが防風林に初めて登場。トネリ

コと混植されており，下木にイタチハギと燃木性のニセ

アカシヤ（黄花）が使われている。そういえばクールス

ク付近からシラカバを見ていない。森林はますます少な

くなり（林地率10％未満)，生育もいよいよ悪くなって

きた。昼間はジャンパーを脱ぐことが多くなったし，ま

たほこりっぽくなってきた（クールスク市の年平均気温

5.4｡C)。土壌もクールスク付近から典型的チョ.ルナジ

ョームが優占するようになってきた。ここはもうロシヤ

も南の端，ウクライナは目の前である。白亜系の地層は

クールスクを過ぎたあたりから第三系のものに変わっ

た。しかし表層物質は相変わらずレスである。

すぐ近くへレニングラードナンバーの自家用車を乗り

つけた2組の初老の夫婦もそこへ野営。黒海へ遊びに行

く途中とのこと。なれた手つきでテントを張り炊事。

夕食後，助手のタチヤーブーが理容師に早変わりし，女

子学生の髪の手入れ。明日ハリコフ市へ入るのでそのお

めかしという。穴をあけた紙に首をとおして白布代わ

り。まず安全か象そりで荒刈りし，鋏で上手に仕上げて

いく。終わると母と娘のようにお互いにキス。まことに

なごやかな零囲気である。ひっきりなしの車の住来でな

かなか寝つかれず，ウオッカの杯を重ねる。

7月23日車の騒音で5時半に目を覚ます。出発を前

に，ウオッカの栓の無いのに気付き，しまいこむのに一

苦労。お隣りの4人組は何時出発したのかすでにも,な

い。

699kmで国境通過。遮断機と警官誌所があるが，ノ

ンストップ。画シヤに別れを告げ，ついにウクライナ{こ

入る。旅行者の卓が目立って多くなった。南の海へ急ぐ

者，日焼けした顔で南から帰って来る者。行きかうほと

んどの車の屋根にば野営用器材が入っていると思われる

大き↓､ズック袋がしばりつけられている。中にほポート

や水上スキーを積んだのもいる｡南へのあこがれがこん

なにも強いとは，童ったく想像以上である。

718km付近の農村でポプラ(Populuspyramidalis)

の並木を初めて見た。ハリーフ市に入る手前からシナノ
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図4典型的極

厚層チヨルナジ
ョーム

（断面No5)

憩。1943年7月憩。1943年7月5日～8月5日の1カ月間，独ソ両軍が

双方最精鋭の機甲兵団を繰り出し一進一退の死闘をくり

広げた所。小公園のように作られた広場中央の立派な台

石の上には当時のソ連軍戦車が瞳かれ，周囲に朧その時

の英雄的抵抗をたたえるいくつかのレリーフ，銅像，彫

像などが並べられている。このような記念碑ば独軍と戦

った都市には必ず設けられている。祖国戦争と呼ばれる

第二次大戦の英雄，党と政府の指導をたたえるとともに

国防意識の高揚を図っているのであろう。車を止め，用
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っているよう。街路樹にはニセアカシア，トチ，ニレ力量

多い○街全体がモスクワより明るく住みよい感じ。ただ

しウクライナ語の標識や看板には閉口。今日はトロリー

バスや市電を何回も乗り継いで市内巡りをしたが，学生

たちはいつも､薩摩守"。どうもこれは共産圏も日本も同

じ学生の特権的風習らしい。ベリョーズカと呼ばれる‘

ドルーショップでコニャックとケントを仕入れて出発。

水もらいに立寄った農家で，バケツ1杯の青リンゴと

人参の花（スープの薬味用）を1束もらう。そこの独り‘

娘は11才で金髪，桜色のほっぺた。まったく健康そう。

‘そして日本の話をせがむ。

780km地点のナラ林で野営。隣の畑の燕麦はすでに

実っている。アカザその他の雑草の混生が多い。夕食

時，女子学生のラーヤが漆塗りのスプーンをくれた。昨

日ベンをなくして困っていた彼女に，ボールペンを進呈

したが，おそらくそのお礼のつもりであろう。早速，使

って承る。色や模様も楽しいが，熱いスープを飲む時，

金属性のスプーンよりつごうよい。デザートに，今日バ

ザールで仕入れてきた桜桃で作ったカンポート（砂糖煮

果物）が出る｡乾果で作ったカンポートでは味わえない

新鮮な香りと酸味があってうまい。（つづく）

キを主とした立派な並木路が始蓑る。ニコライニ世の命

で植えたものといわれ，延長約20kmもあるという。
両側から大きく枝をのばし，緑のトソネルを作ってい

る。

9時半ハリコフ駅前広場に到着。17時まで自由行動。

ゑんな晴着に着換え始めた。彼らのリュックサックの大

きいのは，こんなものまで用意していたからだ。見張り

の当直（1時間交代）1人を車に残し，童ず汗を流すた

め{践湯〃へ。あいにくバスは満員なので，シャワーーで

我慢することにした。入口で切符を買い，シャワー室へ

入る。湯気の立ちこめる室内は，電話ボックス大の白タ

イル張り小部屋に仕切られている。風呂のようにのんび

りした気分にはなれないが，それでも6日間のあかを落

し，さっぱりした。外の木蔭のペンチにば順番待ちの人

凌がのんびりと煙草をふかして世間話。ソ連で朝風呂を
楽しむこんなに大勢の人は，いったいどんな職業かと不

審に思う。

レストランに入り，久しぶりにテーブルで昼食。午後

は学生たちと市内見学。ハリコフは人口113万（全ソ6

位)の大都市,官庁,大学,放送局，博物館，公園など立

派で大きい。古い教会や石だた桑がその古い歴史を物語

画
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会員の皆様の投稿を募ります。下記の要領により振ってご寄稲下さい。会員

の投稿によって誌面が賑うことを期待しております。

技術体験の紹介，実験・調査等の結果の発表。自らためし，研究したり，調査したり，実行した結果をわか
りやすく他の会員に紹介する目的で，要点だけをできるだけ簡単に醤いて下さい。複雑な図や表はなるべく
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ついての意見，日常業務にたずさわっての感想などなんでも結椛です。
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第1図単木材積の度数分布図

a

A BC

A:間伐前B:従来の間伐法C:新間伐法

（第1回目）

第2図度数分布と間伐法

§
《 1．趣旨・目的

この間伐法は，結論から述べると生態学的な理論を基

礎として，林分のうちで最も競争の行なわれている準優

占木層（中層）を主体に間伐し，比較的太い経済的に価

値ある素材を生産しつつ，人工林を複層林に導き長伐期

の人工林を造成するもので，その経営的特色は，第1回

目，第2回目の間伐の経済性を確保し，また長期間にわ

たる間伐による収穫を持続させ，そこから得られる総収

入を高め，結果として収穫量の減をきたさずに新植面積

を減少せしめることを目的としたもので，高密路網体系

と結びついて初めてその効果が発揮されるものである。

この間伐法は，ここではトドマツ，アカエゾマツを対

象としたものであるが，スギ，ヒノキ等にも十分応用で

きうる。

なお，この報告は昭和44年度より定山渓営林署で実

施している技術開発「製品事業実施地域のシステム化」

の一環として，主として冬山事業で実行する間伐の経済

性の確保を目的としたシステム分析の成果であることを

付記する。

2．新間伐法の基礎理論

（1）林木の単木材積の度数分布

林木の成長に伴う競争の法則は，密度理論によって広

く知られているが，自然間引きを起こす森林の単木材積

の度数分布は，吉良竜夫氏等によると対数正規分布する

とされている｡注1》

すなわち

logaj=logn)0+rt

の＝現在伐積（重量）

①｡＝初期材積（種子，苗木の重量）

r＝成長率（利率）

t:=林齢（時間）

上式に基づく対数正規分布の時間経過を図示すると第

1図のとおりで，はじめ正規分布をしていた単木材積の

度数分布は，林齢を経るにしたがい，しだいに左にひず

象，ついにL型分布に変わる。

現在，一般に行蔵われている間伐は，林齢を経るにつ

れ正規分布よりL型分布に変わってゆく人工林の単木材

積の度数分布を，第2図～Bに示すように正規分布に近

づけることである。すなわち，競争に敗れた被庄木を主

体に材積で20～30％，本数で35～50％伐採し，間伐後

の林分の単木材積の度数分布が正規分布に近づくように

間伐を行なっている。この従来一般的に行なわれている

間伐法は，多くの研究がなされ，密度管理理論からも有

効であることが証明されているが，エゾマツ，トドマツ，

スギ，ヒノキ等の樹種は，樹種の持つ特性を考慮に入れ

ると，これまでの間伐法とは別の間伐法を採用しても施

業は可能であり，有効である。

（2）エゾマツ・トドマツ､の種の特性

筆者の研究によると注2）エゾマツ，トドマツの生態学

的にゑた種の特性注3）は，

（ア）原生林においては，トドマツ優占木の樹齢は，

120～130年（エゾマツのそれは180年）程度であり，樹

齢80～90年（エゾマツは120～150年）までは旺盛な成

長をしている。

（イ）トドマツは，40年（エゾマツば70～80年）間

被圧されると，将来旺盛に成長して優占木となる確率は

非常にまれである。逆にいえば，被圧期間が40年以下

であれば，上層が開放されると成長を開始し優占木にな

ることができる。

（ウ）相対照度17～40％であっても，被圧されなが

らも上長成長をしつづける。エゾマツ，トドマツの耐陰

性の強いのは，林分の下層の葉が陰葉になっているため

と思われる。

一
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以上のことから，（ア）に関連してトドマツは90年，

エゾマツは120年程度伐期を高めても林分の平均成長量

は激減せず,注4）収入面からみるとかえって単位当たり

の年平均収入額は高いのではないかと予想される。

また，林木の競争の論理からぷて，被圧木は優占木間

の競争には関与せず（厳密には根系の競争に関与してい

る)，常に受身にあることからすれば，伐採しても，

しなくても優占木の成長には関係ない。このことから

(イ),（ウ）に関連して，被圧木が枯死に至らず，陰葉を

もって成長しつづけるように上層木(優占木,準優占木）

の密度管理(間伐)を行なえば，被圧木朧成長を持続し，

そのなかのある個体はやがて準優占木，優占木の地位を

独得することができよう。

（3）優占木・準優占木・被圧木

ここで，新しい間伐法で必要な林木の腕争の概念であ

る優占木，準優占木，被圧木について定義しよう。

競争の結果として生ずる林木の優劣は，

（ア）同一階層内における個体間の競争の結果，葉量

の多少すなわちクローネの大小が生じ，同一階層内で優

勢木，劣勢木に分化する。

（イ）（ア)の分化が進むと上層木，下層木というよう

に階層的な優勢，劣勢に分化する。

このように，自然間引きを行なう森林では，競争の結

果しだいに階層区分が明りょうとなり，優占木，準優占

木，被圧木に分化する。

優占木：階層的に最上層に抜きんでている優勢木。

Kraftの超優勢木がこれにあたる。

準優占木：階層的には優占木の次の層に位置し，胸高

直径，クローネの大きい優勢木。競争の結

果,次の時代に準優占木,被圧木に分化する。

Kraftの優勢木，準優勢木の大部分'Hawley

の従優勢木(C-D)の大部分がこれに当たる。

上層劣勢木：準優占木層にあって側方から被圧を受け

た側方被圧木。やがて階廟的にゑて下層の被

圧木にかわる。Kraftの介在木の一部，準優

勢木の一部,Hawleyの介在木のうち_上部樹

冠層のもの，従優勢木のうち側方被圧の著し

いものがこれに当たる。

被圧木：階層的に承て下層に生育する劣勢木。Kraft

の劣勢木の大部分,Hawleyの被圧木，介在

木の大部分がこれ‘に当たる。

（4）新間伐法の理論的特徴

正規分布よりL型分布に移り変わる自然間引きを行な

う林分の単木材識の度数分布を，階層的に承るならば，

優占木は一礎優勢木の地位を独得するとますます着葉量

を増し太くなり，上長成長を行なうのに対し,･被圧木は

上層木#こよって光をさえぎられ，相対照度が減じ補償点

以下になるとやがて枯死に至る。

準優占木層に属する林木は，今後被圧木となり競争か

ら脱落するか，また，これからも準優占木層にとどまり

林分のうちで優占木に次ぐ地位を保持してゆくかの瀬戸

際にたたされており，林分のうちで最も競争の激しい階

層といえよう。

しかも，林齢を経るにしたがい優占木の成立本数は漸

減する必然性からi優占木の内から準優占木に脱落する

個体があることよりして，現在の準優占木は次の時代

（ステージ）にば大部分被圧木挺かわる運命にあるとい

えよう。したがって，現在の準優占木屑の林木の多くは，

次の時代での被圧木として，これまでの方法によるとこ

ろの間伐対象木といえよう。

新間伐法は，以上のような階層的にみた林木の碗争に

係る法則を応用して，第2図～Cに示すように準優占木

層を主体に間伐（すなわち，次回の間伐対象となる林木

を間伐）し，被圧木の枯死にいたらない相対照度が保た

れるような密度管理を行ない，本数的には30～50％に

達する被圧木を将来の主林木に仕立てる予備軍として確
保しつつ，優占木をますます太らしめ，径級的，階層的

に染て複層林（択伐林）型を造成し，優占木が期待径級

(40cm以上）に達したところで第5図のように選木法

をなすび切り（択伐的間伐）にきりかえて，経済性の高

い間伐をくり返しながら長伐期の人工林を造成しようと

するものである。

この場合，被圧木が枯死に至らないように相対照度を

コント巨一ルする密度管理は,樹種,品種によって非常に

異なったものとなろう。よって，旺盛に成長を行なう期

間，耐陰性，寿命，葉面積指数等の樹種ごとの特性をよ

く究明し，その樹種の特性に適した密度管理が行なえる

よう樹種ごとの間伐法を解明することが望まれる。I､ド

マツの場合，40年間被圧されても主林木となりうる種の

特性を利用して，相対照度を17～40％にコントロール

するような準優占木層を主体とする間伐を行なうのが，

新間伐法の理論的特色である。

なお，新間伐法#こよる育林の保育形式の一環として，

パイプ理解の仮説を応用して被圧木について無節，年輪

幅の均一な材を生産するような枝打､ら法を確立すべく検

討中である。

3．新間伐法

新間伐法について要約すると，節1回目，館2回目の

間伐は上層劣勢木，準優占木を主体に伐採し，塊3回目

（従来造林木の伐期齢以後）以後の間伐は択伐式間伐，
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、､わゆるなすび切りを行なうことによって伐期を高め，

経済性を確保しようとするものである。

（1）第1回目間伐法

ア．優占木は，本数的に全体の10％未満のため原則

として間伐せず，形質不良木の承間伐する。

イ．準優占木の一部，および上層劣勢木について，本

数的にも，材積的にも全体の20～25％を目安に間伐す
る。注5）

ウ．被圧木は，原則として間伐せず放置する。ただ

し，ほかの被圧木の成長を阻害している形質不良木は間

伐する。

エ．第1回目間伐の選木法は次のとおりである。

（ア）間伐を行なおうとする林分の単木材積の度数分

布および樹高階別分布を，予備調査のプ戸ツトより描

き，この度数分布図，樹高階別分布図を分析して，準優

占木層に属する準優占木の一部，上層劣勢木を間伐する

ように,間伐すべき材積級,樹高階を決定する。そして，

澗伐すべき材積級，樹高階のなかに材積的にも，本数的

にも全体の20～25％の間伐割合を図示する。（第3図，

これを「間伐基準指針図」という｡）

（イ）次に，予備調査プロットの標本のなかから，間

伐すべき材積級に属する標本全部の樹高階別胸高直径階

別本数分配表（第1表：これを「選木指針表」という｡）

を作成し，この表から材積級別の間伐割合だけ選木す

る。なお，この場合選木した林木の樹高階の割合が樹高

階別の間伐割合にほぼ一致するように行なう。

（ウ）（ア),（イ）の計算を行なう予備調査は1プロッ

ト当たり100本とし，プロットの個数は間伐林分の地位

(樹高)，本数密度のバラツキによって決定する。特に，

林木の競争は樹高によりステージが異なるので，上層木

の平均樹高が2xn差があれば新たにプロット調査を行な

うこととする。よって，林分のバラツキが多ければそれ

だけプロット数を多くとる。

（エ）収穫調査は，樹高階別，本数密度別に作成した

間伐基準指針図等（第3図，第1表）に基づいて，指針

の類似林分の選木を行なう。

（オ）実際の選木に当たっては，複層林を造成すべく

林分の空間的な配置に十分配慮して行なう。

（2）第2回目間伐法

第2回目の間伐の林齢泳，従来の人工林の伐期以前，

すなわちトドマツでは50年未満の林分を対象とする。

よって，従来の伐期以前に3回以上の間伐を行なう場合

にあっては，第2回目の間伐と同様とする。（第4図）

間伐は，次の間伐期に優占木，準優占木となりうる林

木の成立本数をあらかじめ想定してこれを存置し，準優
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沖3回目間伐の度数分布靴'2回目淘伐確鋤力i("3L¥錘斑"）

第4図鋪2回目鋪3回目間伐の度数分布

占木の一部，上層劣勢木のうち下層の林木の成長を阻害

している林木を対象に選木する。選木は，第1回目間伐

と同様に間伐基準指針図，選木指針表を作成して定量的

に行なう。

間伐のくり返し年は，樹種の葉面積指数の年齢による

変化を配慮し，林分の競争の程度，地位による成長差，

経済性を検討のうえ決定する。

なお，第2回目以後の間伐においては，最下層の被圧

木は枯死に至っている個体もあるので，経済性のゆるす

範囲間で伐採し,また,間伐後において上層が疎開されて

も成長が期待できない個体，ならびに上長成長を行なっ

ている被圧木の成長をさまたげている個体は伐除する。

（3）第3回目以後の間伐

第3回目以後の間伐は，正確にはこれまでの人工林の

伐期（|､ドマツ55年，スギ45年etc.)以後に行なう間

伐と称すべきものである。造林木はこの時期には優占木

が40cm以上の大径木に成長しており，林分は択伐的な

径級配置に近づくので択伐的間伐を行なう。

選木は，下層木の成長が期待できうる優占木を主体に

行なう。（第4図）

間伐鐙は，経済性と林分の健全性を配慮して林分ごと

に定める。この段階以後の間伐は，天然林施業とあまり

変わらない。よって，優占木の伐採による小面積の穴に

は，植えこぷ，または地がきによるトドマツ等の更新を

促し天然更新を期待することもできよう。

4．新間伐法の経営的特色

中層間伐と称すべき新間伐法の経営的特色は次のとお

りである。

（ア）密度理論にしたがうと，うっ閑さえしておれば

林分の成長量肱変わらないとされている。よって，準優

占木層（第2層）を主体に間伐を行なっても，弱光で上

長成長を行なう被圧木が，間伐後の優占木間の空間をう

めて成長鐘を確保してゆくので，林分の連年成長盆は減

少しない。

（イ）競争の結果，樹高差ができた林分に対して，第

2層を主体に間伐するため，従来までの間伐より平均直

径の高い林木が選木され，また，間伐される径級がそる

っているため経済性が確保される。

（ウ）準優占木層の間伐のくり返しにより，優占木を

ますます太らしめ，かつまた，被圧木を次士と準優占木

に仕立て上げることにより大径木の生産，長伐期にかな

った林型に仕上げる。かつ，質的成長を期待することが

できる。

（エ）股終的には，複層林ができ上がるため，諸害に

対して強い林分となる。

（オ）長伐期になると，皆伐面積が少なくても総収礎

瞳は激減せず，かえって総収入は増加する。また，再更

新に要する数用，労働力を減少せしめることができるの

で，林業地域の過疎対策，労働力不足に対処しうる。

よって，林業が産業として存読し，発展できる資本集

約的林業一高能率，高収益，高賃金の経営組織の確立

に資することができる。

新間伐法の応用面での特色は，成長経過，伐期の異な

った2～3種類の樹種によりなる混交林の施業に活用で

きる。逆にいうと，新間伐法を採用することを前提とし

て混交林を造成し，上記の林業経営上の利点を活用する，

ことかできる。すなわち，陽樹と陰樹の混交，カラマツ

とトドマツ，アカエゾマツの混交，スギ，ヒノキ，アカ

マツの混交，もしくは，成長の早いスギ品種と壮齢にな

っても成長の持続する天然スギ品種との混交等積極的に

混交林を造成して，林分の平均成長量を落とさずに伐期

を引き延ばすことができる。

また，別の利用法としては，拡大造林予定地において

適地適木の判定が困難な場合，混植を行ない不適地の植

栽の失敗を回避するのが最も安全かつ賢明な方法である

が，このような造林地においては樹種ごとの地位差と樹

械の特性を考慮にいれた新間伐法を展開することができ

る。

"1)HKOYAMAandT・K1RA:IntraspecificCompeti-

tionamongHigherPlantsVIII,FrequencyDistribution

OflndividualplantWeightaSAffectedbythelnter-

actionbetweenPlants,Jour.ofthelnstituteofPoly

technics,OsakaCityUniv.SeriesD,Vol7(1956)

2）渡辺定元：森林のサクセツシ雪ンについて，昭和36年度

長期委託研修報告，林野庁

の陰樹陽樹，耐陰性，寿命，初期成長差，萠芽性，浅深根

性等それぞれの樹種の持つ固有の性質，すなわち生活型を

ここでは唾の特性」と称する。

4）中島広吉氏の野幌地方トドマツ林収穫表によると，主林
木の平均成長量は地位Ⅱのところで60年～7.36m3,70年～

8.01m3,80年～8.20m3,90年～8.16m3,100年~7.99m3

であり，このことを裏づけている。

5）従来の間伐理論からすれば，上層間伐の概念に入るが，

この間伐は林分の準優占木層を主体に間伐するよう林分の

材溌階層の度数分布の分析によって決定するので，正しく
は中層間伐と呼ぶべきものである。
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倍増計画等，経済成長の方針がとられるに至り，国民投

溌の20%以上が産業設備改善に向けられ，工場の新設，

新製舳工業の発展等が進められ，人口の都市への流入現

象が次第に増大し，住宅問題が大きく社会問題として出

現して来た。このような傾向に対し，新全国総合開発計

画による重要地域，新産都市計画地域，工業整備特別地

域，大都市圏整備地域，地方重点開発地域といった地域

計価の施策がとられる方向を示して来たのである。

一方経済成長に伴う国民所得の進展は，私生活面にも

衣食の充足につれて変化を生じ，電気洗濯機，電気掃除

機，電気冷蔵庫の時代から自動車(Car)クーラー(Co-

oler)カラーテレビ(ColourTelevision)の3C時代

に移行し，さらに海外旅行(Visa)別荘(Villa)社交

(Visit)の3V時代へと転換して来ている。妻た一方

種会の施設業はデラックスムードの時代となり，交通機

関，ターミナル，ホテル等女から娯楽施設的ボーリング

場，パチンコ店，キ.ヤバレー，ドライブイン，喫茶店，

といった第三次産業部門がデラックス化を競う状態に震

で至っている。

このような最近の社会的，国民的欲求を受けて設備投

資第一主義の時代は建設投資第一主義の時代に移行して

おり，前者が国民投資の10％以下になったのに対し後

者は20%を超えるに至っている。このことは昭和33年

から42年の10年間に建設機械の生産が17倍となって

いることからも推定できる。

しかしこのような環境変転の反面には種盈問題が生じ

ているのであり，各種の公害や自然災害の増大，さらに

は自然保謹等の問題は土地利用の合理化が地域開発の面

で重要性を示していることを意味し，諸般の社会的，国

民的欲求と自然的条件の調和を考慮して進めなければな

らないことを示しているといえる。

これらの国民的欲求の一つとして山野を対象としたレ

クリエーションも増大しつつあり，スカイラインコー

ス，ロープウェー，ケーブル等の設置等により富士山，

乗鞍，蔵王，立山等盈夏山や冬山に出かける人灸は43

年度31,000万人日，44年度が41,000万人日と推定され

1億の国民が全員1年に3日～4日山へ出かけている計

算になる。このような現象は古く信仰家が修業のため霊

山に登山をしたとか一部の登山愛好者が山歩きを楽しん

だといった時代とは隔世の時代となっているのである。

2．現代の地域開発計画

現代は高密度経済社会，情報社会，高度福祉社会，と

いった新時代に対処するための地域計画の推進が世界各

国で行なわれているが，それぞれの国の事情の相異によ

企1､'M､'1､介小'T'噌企生食4：

章会員ﾛ2広場

土地利用の推進と山地の開発

渡辺武夫

（三重大学教授）

はじめに

わが国の最近の経済成長は，国民の生活圏柵成に急激

な変化を生じつつあり，都市地域の発展,広域都市計画，

都市再開発，工業団地造成，住宅団地造成等が展開され

つつあり，国土の利用形態が大幅に転換しつつある状態

である。土地の利用形態の変化は社会的，国民的，経

済的等種々の要件の複合結果として現われるものである

が，基礎的には自然条件に支配され，生活圏の主体であ

る平野部が対象となっている。しかし近年は土木用機械

の発達，施工法の進歩等により，丘陵地や低山地帯，山

麓斜面等がどんどん開発され形質変化を生ずるようにな

った。

このような傾向ば今後ますます進展されるものと考え

られ，さらに山岳地の利用に対しても種公の欲求の場と

して開発が促進される必要性が考えられる。したがって

山地の利用も林木育成あるいは林産物収漢の場としての

ゑを主体に考える時代ではなくなって来つつあると思わ

れる。今後の山地の複合的利用の問題は林業関係者の真

剣に考えるべき重要事項と考えられるので，広く一般の

国土利用の発展と対比しながら考察して染た。地域計画

等の点でなんらかの参考になれば幸甚である。

1．現代の社会的，国民的，欲求の傾向

経済，文化の発達に伴い社会が発展すれば人為の生活

形態が種燕の変化をたどることぱいうまでもない。国土

に関する国民の要求は職業，住宅，食糧，娯楽に分けら

れるので，これを最高度に多角的調和をさせることが土

地利用合理化の基本である。商工業地区の発展に伴い磯

剰鈍が市街地に変化し，都市の拡大は宅地造成等により

周辺の農地，林地を転換利用するようになるのは一般的

傾向である。

このような傾向は第二次世界大戦以降各国に現われて

来ている傾向であるが，わが国では戦後の食樋増産期に

未墾地買収，農地法の制定，干拓事業の推進等幾地拡大

の施策がとられ－部の林野の開墾等が進められ，海岸部

の土地造成が促進される現象が出現した。

これに次いで昭和33年ごろから長期経済計画，所得
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り進め方が多少異なっている。

広大な国土を有する米国の進め方は未開発的地域に一

挙に巨大な投資をして新都市計画を作るといった傾向が

あり，7．5秒間に1人ずつ米国人が生まれ，70年の生命

を保つとして，今後30年間の人口増加が1億と見込ま

れ，5秒間に1台の自励車が生産されている現状から見

て，1人当たり一生の間に100万トンの水が必要であ

り，21,000ガロンのガソリン,10,000ポンドの肉類，

2,800ポンドのミルクとクリーム,9,000ポンドの小麦

等が必要と計算され，そのために海岸に人工島を作り1

日当たり1億5千ガロンの淡水を作るプラントを作り，

その際の熱を利用して200万人の都市に十分な電力を出

させる計画をしたり，戸外のレクリエーションの要求が

3倍になり，住宅，学校，公園，道路等も増加する1億

の人口に対処して考えねばならず，一日50万トンに達

する塵挨の山の処理等に対して種々計画が進められてい

る。要するに米国では零細農業経営者に対する問題とい

ったものがなく，産業的対象として独立しうる農業経

営，近代工業，といった考えかたで進んでおり，もちろ

ん余剰艇産物対策としての政府買入や煙草，トウモロコ

シ，小麦の作付而毅制限による生産コントロールはとら

れているが，艇林業も商工業も，所得格差等に対しては

あ叢り大きな問題はないようである。

英本土は歴史が古いだけに，歴史的産業発展の経違が

土地利用または都市の発達に影響を与えて来ている。す

なわち英本土の鉱物資源ば長く人口の地域的な分布，工

業の立地等に支配的な影響を及ぼして来たのであり，現

在でも土地利用上に強い影響を与えている。現在輸入鉱

石や金属を利用している工業地帯の多くは元来国内の鉱

石を利用するためにでき上がったものの継続である。し

かしほかにはいわゆる廃鉱となり廃城の姿となっている

個所も多い。このように鉱工業，造船王国として栄えた

英本国は工業製I品と海運力で，海外へ商品を輸出し食撮

を入手することが可能であったが，戦後この条件に変化

を生じ，鉱莱か避業か住宅かといった土地利用問題が強

く問題化している。すなわ･ら戦前は英本土における食級

需要の2/5以下しか生産していなかったのが，戦時中に

55～60％にも増大ししかも婦人の労働力がこれを実行

した。その結果現在100エーカー当たり世界一の磯械農

業国になり，特に酪農が主体となっている。特徴のある

ことは英本土では田園風景が一つの観光資源と考えられ

ている点で，小麦等主食の絶対量の不足を前提としてい

るので食職余剰国とは条件が異なっているが，ただ食樋

生産および地力の維持ということを有効に果たすだけで

なく，国内100万余の避業経営者および幾業労働力の投

下した労働と資金に対し妥当な報酬をもたらし，その他

の産業に従事する人盈と同等の生活水準を保証するに足

る健全な農業を目標としている点，縫業に対し各国のあ

り方と同じような問題点を持っている。

土地利用の基本としてば，職業，住宅，食湿，娯楽の

国民的要求を考えており，英国の土地所有は自らは労働

しないで雇怖者を監督するジェントルマンファームが多

いといった伝統的特性が残されているようであるが，

800フィート標高以下の地域が集約農業地で1,000フィ

ート以上の高地は畜産用地として利用され，そのうちで

都市周辺はインフィールドと呼ばれ高度集約的艇業が行

なわれ，それより遠い地域はアウトフィールドと呼ば

れ，焼畑式腱業が主体をなしている。以上のような関係

があるが，やはり鉱工業が主体をなしているため，たと

え生産力の高い土地でも鉱物資源の埋蔵地に対しては鉱

業的利用が優先される傾向が強い特性がある。

スイスのアルプス地方の酪農も一種の観光的農業であ

り産業的に独立するというより，政府の補助で保持され

ている状態で，青年の労働力は工業方面へ活動している

傾向は強い。

3．経済学的にみた工業地域と農業地域の関係

挫業純収益の最多を対象として農業の現状を分析した

結果を見ると，農業地域の純所得は(a)土地経済分級

(b)腱場規模(c)単位面積当たり作物の収入別純所

得，の三要素の複合に影響されるものであり，低収量農

場の中以下の面積の経営者は，行ないうる経営が限定さ

れ，彼らの大部分は農業外所得にたよる以外に方法はな

い。このような点から土地利用の計画は単に自然的な条

件からでなく，経営としての概念のなかで土地利用分類

の柵成を立案して行くことが必要である。ウェーバーの

工業立地論によると，純経済的判断を中心とした工業の

生産は比較的狭い地域で行なわれ，西ドイツにおいても

北部ラインのウエストファーレン鉱業中心地域は西ドイ

ツエ業集約度が最高で，工業就業者数の1/3を占めて

いる。工業集中の法則は，補給，加工製造等の関連部門

が工業基礎原料生産の領域を併合していくためで，一つ

の親工場がそこに立地を選定すれば，これにつづく関連

工場が伴って立地上の有利点になってゆくいわゆる「接

触の有利性」を持つためである。

しかもこうした技術上輪送節減へ指向することの有利

性は，立地条件として土地生産力に依存することの少な

い点で，工業の持つ特性である。こうした工業地域の発

展が周辺の農業に及ぼす影響として，膿産物の消我地へ
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の輸送費負担を緩和する作用が生まれることは当然であ

る。しかし労働力の面では工業方面への吸収が生ずるた

め，兼業農家の出現が多くなり，また小磯と同じく限界

生存線にある周辺の中小の商工業者に対する保謹育成に

もつながる。

この重合は純農村または山村地域と経済構造に著しい

差異を及ぼすことになる。工業地域の中心地は「指導，

管理，促進」の機能を同時に果たし，経済劣弱地域を掌

握する。つまり農業地域を誘導することになる。しかし

工業と農業とはさほど対立はしない。したがってこの強

いが地域的に局限されがちな経済循環は，その他の広範

な農村地域特に零細腱業地域とは対立する。要するに工

業密集地域は集約的農莱経営方式と結合するが，外方圏

とはこれと相応する程度にけ経済循環でほ結ばれない。

結局これら小経営磯村地区と工業地区との結びつきは長

距離出稼と家族の農業従事といった相対的過愈兼業によ

って果たされる傾向が強い。小経常艇業者の脱出nは工

業であり，工業経済面で所得の機会が好転すると，小経

営農業者は脱農化し，艇業経営が縮小化する傾向が出現

する。このように経済ペースに股業経営組織を適応さす

には単に機械化だけでは解決されない面がある。

工業の地方分散はこうした経営組織編成上の無理を新

たな適応関係におくことになる。しかし地域経済政策と

は具体的立地選択の処方菱ではなく，実際の工業立地の

選択にあたって決定の方向を示す材料の指針に過ぎな

い。また工業の地方進出は過大評価はできない。一応立

地像の変革が成長誘導としてとらえられるが，これも個

別経営の内部にひそむ多くの困難がある。純艇村地域へ

の進出経営はその地域の中小企業と競争しその立地有利

性を減殺することもあり，その補償に盤用を追加する必

要が生まれる。特に腱村地域では労働賃金.格差を生ず

る。こうした工業化の過程は一歩伸びて旧来の経営が外

方に押し出される事実が出現する。

しかし地域経済の観点からは大企業の一部地方進出，

ないし新設が工業化している中間地帯を飛び越えて一挙

に工業の無人地域に伸びることは望ましく，そうなると

中間地帯は密集地域と工業化された外縁との双方につい

て有利な地位に立つからである。

しかし大企業の進出でない場合は周辺災業地域からの

労働力の引き抜きにたよるだけで新たな人口の流入を見

ることを生じないので工業化の限界に到達してしまう結

果を示す。

4．生産要素としての労働力の問題

比較的低労賃の地域ば相対的に労働澱樵成の高い産業

経営を引きつける。労働集約的経営が問題になるのは労

働の質がほとんど決定的重要性をもたない「従量的労働

の傾向」を持つ経営である。いわゆる単純手作業の多い

工業はこれに相当する。一方地域格差が大きい高給労働。

の場合，この労働費は市場条件の良好な完成品工場が負

担しうるのであり，高級熟練労働者の養成は経済劣弱地

域ではどうにもならない。生計費の地域格差について

は，消費物資特に生鮮食溌品等については都市部が高い

が，労働付加収入の機会は都市部に多く，利得も都市部

が大きい。

したがって農村地域の工業化の過程は，発展性のある

中小都市に行なわれ，これらの要因から立地形成力がで

てくる。しかし一方でば既存の生産立地と新設見込のそ

れとの間にある窪度感応作用があってこれにより緊密な

相互関係が成り立ってくる。つまり無形の立地有利性が．

ありこれにより労働力の移動が出現する。これは国民経

済的ないしは国民組織的な地域経済機成がどの程度徴用・

節約ができるかといったことで決まる。すなわち生活環‘

境として子弟の教育，病院の施設，その他私経済的負抵

の節約しやすい地域に労働力が集中して来る。

ウェーバーは工業立地問題を経営の饗用節約の視角か・

ら染て総合経済の観点に立ってみることをしなかった。

しかし国民経済的要望と私経済的負担の関係ば人口の集．

中に対しての一つの問題点である。最近目だつ考え方は

私経済的な費用の傾向は必ずしも国民経済的に適正な立

地選択の主旨にそう必要がないということである。この

ことがいわれるのは企業の固有の饗用の朧かにその立地

選択を通じて経営外の費用が必要になることである。す．

なわち自治体などの負担する総合経済的観点も必要であ．

り，自治体の規模の拡大につれて住民1人当たりの行政

費はもちろん，公共施設費も増大する。工業の集中化が

強まるにつれて当然いわゆる社会的費用，つまり総合経

済が負担する間接的な費用がさらに増大するはずであ．

る。

しかし経営経済と国民経済とを総括して適用できるよ

うな総合的経済的な地域経済計画の体系朧今のところな

い。工業の地方分散への制約ば高度な資本投下の局地集

中に伴う地域構造の変化を生ずるので，工業立地の適正

度はとうてい達成されないと見る人もある。

以上のように工業の進出により工業方面に脱出する艇

業経営者の農地が，大中の主業的農業経営者の挫地に連

結される場合は殊存農地を吸収して農業経営の規模の拡

大ができるが，これに反して，高冷地等の零細農家の場一

合は零細農地が放置される形態になる。結局農業枇造改

善上兼業農家の限界をどの程度できるかが問題であり，

このような地域の工業化により，農業経営の分化がおの聯
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おのの規模の内部に現われる。かくしてその経済性能力

を盤得した農業がその地域の総合経済に統合された一産

業部門になる。

1950年以降西ドイツでも急速な経済成長を示している

が，地域別格差は大きく，就業者数の2/3を工業生産が

占め，年点増大の傾向を示じている。しかも密集地域間

の連絡地区は急速に膨張している。すなわち「接触の有

利性」が強く示されている。わが国の現状においては兼

業農家および出稼農家が非常に多くなっており，太平洋

ベルトラインの工業的発展地区または国土開発の労働力

腱，東北から北陸へかけての溌雪単作地方からの出稼労

I働力が主体をなしており，また中学校卒業生の集団就職

･も東北，九州等の艇家出身者が主体を占めるといった状

態である。いわば太平洋ベルトライソヘ裏日本系の人口

が移動しつつあるのであり，蕊日本が総体的に過疎現象

を起こしているといえる。この現象をおさえ人口のバラ

・ﾝスをとることがわが国の国土開発計画の一つの問題点

ともいえる。

5．地域の高率的集密利用への基礎要件

筆者は以前開墾適地判定の問題に関連して農地の利用

当伏態を調査したが，その結果として居住地点を中心とし

て半径30分以内の時間距離の地帯は主として集約農業

が行なわれ，30分～1時間の距離では一般的農業が行な

われ，1時間を超える距離になると粗放な農業か集約な

赫業が行なわれ，それ以上の距離では林業地に利用され

る傾向が分布することを知った。この点は英本土におけ

:るインフィールドとアウトフィールドの差と同一であ

り，高級な蔬菜栽培，温室フレーム栽培等は総て30分

時間距離内の地域で行なわれている。すなわち1日のう

ちの実労働時間の投下率の高い所は集約な利用の農業が

城立し次第に投下率の低下に伴って粗放な経営に移行し

ているのである。このことは肥料の投下，手入，薬剤の

敷布その他の作業に対する効率で自然に制約された姿を

:示していると考えられるのである。したがって幾道が車

道化しトラックを利用するといった便宜が出現すれば高

,度集約地域の範囲も拡大されること朧当然で，また艇地

:が一カ所にまとまっていればそこまでの往復時間ば短く

なるが，分散していればその間の移動往復にロスタイム

が出て，一日の実労働投下鼠が低下する結果を示すこと

は当然である。したがって土地生産力からだけ見た級別

分類と実際の艇地の利用状態とは異なったものとなる結

果を示している。

これを都市の生活活動についても検討して承たが，や

Iはり類似の傾向が見られるようであり，一般的に便利な

交通機関で楽に30分以内で職場に通勤できる場合の個

--一一一一.一一一一一』■一＝一一一二二一一一一一一'■■■■一一

人の仕事力を100％とすると，同一人が30分～1時間

の通勤距離の場合は90%,1時間以上の通勤距離の場合

は80％，といったように仕事の能率低下を生じる傾向が

あり，まして大混雑の不便な交通機関にたよる場合には

時間距離以上に能率低下の傾向が見られることになる。

さらに企業側の通勤費負担等を考えると遠距離の長時間

かかる通勤者が多いことは経営上の損失にも関係すると

いえる。

東京都における多摩ニニータウン25万人の住宅地造

成はそのうちの約15万の職業人が都心部へ通勤するこ

とのために，交通地極的現象を出現し，美濃部都知事も

この現象に対処するため，勤務施設ともどもの宅地新設

計画の必要性を強調している。都市再整備の計画として

は都心部に住居を設ける計画も含まれているといった例

はこのことを意味していると考えられる。

一面において高知県に見られたバス79路線の廃止問

題は，行き止まり的道路の交通路線としての弱点を表現

した例とも見られ，交通機関の利用度の低下は人口過疎

化の桑でなく自家用車の利用の増大，交通機関の運行上

の欠点等も含まれていると考えられるがこれらの基本的

原因として道路の悪さが大きく影響しているため時間距

離が遠すぎる結果による地域開発の後進性を示している

ものといえようc

このように国民の経済活動，生産活動の埜本的因子

に，道路，交通の問題があり，これを先行させず工業団

地，住宅団地等を先行させることは地域計画の進め方の

順序を誤っているといえる。現在のわが国の自動車保有

数は約1,000万台であり人口1億としてモータリゼーシ

ョソの点ではおおよそ50年前のアメリカと同じ程度と

いわれているが，舗装道路の総延長は11万余kmで道

路の11％に過ぎず50年前のアメリカの1/5である。

もちろん国土の広さに相違があり比較上延長総計で見る

ことはおかしいが現在のアメリカの舗装道路は約50万

kmといわれている。

わが国で道路が世論に上り始めたのは関東大溌災後

で，当時帝都復与院総裁の後藤新平は昭和通りなど'幅員

100mの計画を作ったのであるが実行に当たり40mに縮

小されてしまった。本格的に道路計画が進められたのば

昭和29年からガソリン税を特定財源として2,600臓の

5カ年計画が策定されてからである。第1次計画はその

後3～4年目ごとに更新され昭和35年ごろからの経済

成長の急激な延びにも対応しなければならなくなり，第

5次の計画では66,000膳（“年度1カ年1兆2,400億）

と膨張するに至った。これでも世界第二の産業国となっ

た今日の日本経済にとっては，道路に弱点があることが

－28－
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日本経済の進展をはばむ欠陥であるとまでいわれるに至

っている。道路開設のため必要とする面積は千葉大学清

水教授の推定では50万haといわれており，現在食湿生

産調整対策として転用と考えられている2カ年分25万

haに対しても工業用地，住宅用地等としての利用転換

をほかるには，道路条件の充足される部分に集中する結

果になると予想されるのである。

以上要するに道路，交通の先行なくしては地域の開発

発展は考えられないものであり，土地利用開発の先駆的

役割は，道路と交通機関の整備による時間距離短縮にあ

るといえる。

6．山地の開発と今後の利用

以上のように，現在わが国は経済成長等に対し地域的

計画を作り，これらを各種の面から推進する施策がとら

れているが，最近のアメリカにおける都市計画では単に

工業地域，住宅地域といった計画でなく生活環境の整備

といった方向に向けられて来ており，人食が気持のよい

環境で生活できる都市を考えている。したがって公害防

止はもちろん公園，緑地，運動施設等も重視している。

英国では農業が田園風景としての観光的価値を含めて考

えられているといったように，豊かなよりよい環境の中

で生活したいという国民的希望はどの国でも高まってい

る。

さて農業地域と工業地域の経済的関連，労働人口の移

動性等について種を検討したのであるが，林業地域のほ

とんどはいわゆる山村として後進性が強く，新産業の進

出も困難な地帯であり，一部都市周辺の丘陵地に対する

宅地造成，あるいはゴルフ場造成，一部の別荘地開発と

いったものが進められている以外は登山あるいはスキー

を楽しむ人為の場所として利用されている程度である。

山地が生産的目的に利用されるのは林業，鉱業，採石

業といった天然資源の利用に限定されてくるので，これ

以上に山地に産業を導入するには，観光事業面の積極的

導入しか考えられない。観光事業の基盤はまず道路，交

通の問題であり，前述の公道整備計画と関連し，山岳道

路を整備する必要がある。現在考えられていあ林道は従

来の伐採木搬出路といった主体性から，林業経営基盤の

先駆的施設と考えられるようになったが，このことは一

般的に地域開発のために道路が先行すべきことと同意義

といえる。最近の林道計画としてha当たり25m,新規

開設延長12万knlといった計画も示されているが，道

銘整備の進展につれ物資の運搬も長距離化の傾向をたど

り，運撮量の大型化の傾向をたどっていることは海運に

おけるタンカーの大型化，航空機の大型化の傾向とも類

似している。したがって4トントラックが11トンにな

りまた長大物の運搬にトレーラーが活動する時代になる

と林道も大型化せざるを得ないこととなる。

したがって幹線林道はこれら大型車の機能をフルに安

全に活用できるものであることが必要であり，路面舗

装，幅員，カーブ等すべて国道，府県道に準じたもので

あることが必要である。道路の整備についで必要なこと

は交通機関であり何時間も待たされるバスやロープウェ

ーではとても満足な施設といえない。駐車場，モーテル

等点施設も必要となり，これらに対する管理者も必要で

ある。

これらの基轆整備が先行され，次いで種との施設が導

入され第3次産業的観光事業に就業する機会が山村民に

も得られることになる。しかし一般にこれら観光投資に

は大企業的資金投入が必要であり，地元の零細な森林所

有者等には資金力が伴わない。したがって山地開発基金

制度を設けたり，有料道路方式を導入するなどの措置を

とり，森林組合等の事業として実施することも一方であ

り，現在市町村営の国民宿舎や民宿が各地で利用されて

いるが，このような面を促進することも一方であろう。

これらの施設の経営者または従業者，現物出資者（林

地）として山村の人為が就業することで，兼業的林業者

として年なの所得を確保してゆくことが，今後進むべき

方向であろう。一般に観光事業は大企業の資本導入によ

る独占的企業のごとく考えられて来たが，新しし､行き方

も十分考えられよう。

厚生省が旧東海道の遊歩道計画を打ち出して国民から

期待されているが，長い歴史を持つわが国でば，種燕の

面から観光の対象が考えられるのであり「天と地と」の

川中島に限らず，戦国時代の古戦場，宗教的開山，自然

植物，動物，地形，地質等教育的資源としても山地の活

用面は広いものを持っている。景観的に見ても日田林業

地のごとき人工林の美，あるいは日光方面の紅葉の美

と，林地の取り扱いと観光との関係ば深く，進んで美学

的択伐作業にまで進めば，林業経営による観光価値の増

大をはかることができる。このように多角的山地の利用

を推進することこそ都市計画の推進に合わせて考えるべ

きで土地利用対策であると考えるものである。「窮乏地

域農村の工場化はその救済策としての万能薬でなく，一

つの施策で特定の条件のもとでの象効果が約束される｡」

といったピニロウの研究結果等をみても，山地の開発が

農業地域の開発の後尾に従って行くといった考え方を脱

皮し，山村開発または山地開発の事業として独自の進み

方を打ち出す時期と考えるものであり，人口過疎対策等

に対しても積極的山地開発により就業者を導入しそれが

定着するような環境作りの方策が伴わなければならな

■
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い。米国のヒューストンのアス|､ロドームの屋内野球場

はこの地方の湿度，むし暑さ，といった環境の対策の一

つであり，ニューオルリンズではホテルが積立金を出す

ことで屋根つき球場の建設が計画されている由である。

いわゆるデラックスムードほ都市の生活環境に限らず，

自然の気候的特性などからも欲求されるものであるから

道路の整備に合わせて近代的資産投資により山村集落の

生活環境の改善が進ぬられなければ人口の定着化も進め

られない。これら生活環境の格差の是正により，人口過

疎化現象が止められることになり，道路，交通の整備に

より職場への通勤性が確立されなければ，単に賃金格差

の是正のみでば，過疎化対策といえないであろう。

以上のような山地の多角的開発利用と保全との調和を

とって進むことが今後の地域開発の一つの問題点であ

り，広義の林業として山地の利用の進むべき方策と考え

るものである。

注：一般に観光とほ主として風景の観賞を主体とする

と考えられるが，ここではスポーツ，休養，その

他の面を含めて一応観光事業として表示した。
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はしがき

不如意の財政（家計）をやり繰り算段しながら，造林

を推進してきた市町村や森林所有者のうちにば，近来に

おける外材，新建材，代替品等の急激なる進出に，近き

将来，木材特に国産材などいらなくなるのでばないか，

という危倶感を抱く方をも少なくないようである。こと

に農山村地帯の過疎現象の激化ははなはだしく，*燦労

務者としては最も恵まれていると思われる営林署の常術

人夫のうちにすら，他産業に転職希望者が現われ始めた

と聞き，また，共同部分林設定者のうちにば部分林への

出役義務に堪えられず，過去の権利を無償放棄しても脱

退したいというものが相当数にのぼっている。

b,つたい，林業はどうなるのだろう力､，林業そのもの

が，かつての薪炭業のごとく衰退の一途をたどる以外に

道なきものだろうか。林業は存続価値あるものとして

も，現状体系の延長でよいだろうか，林業体系を変える

要ありとすれば，どのような体系になすべきだろうか。

この危磯的重大関頭に立つ「70年代の林業の活路」を暗

中模索してゑる。

忌揮なきご批判，ご教示を願えれば，これにまさる幸

はない。

林業の活路

わが国における木材需要は，いかに新建材，代替品の

進出あるも，人口の増加，核家族の普遍化，情報産業の

発達に伴う紙，パルプ等の需要増大等を各種統計を基礎

に検討するとき，絶対量に藷いては今後ますます-増大す

るものと思考されるが，国産材に対する需要の増加は保

証の限りでない。これは国産材よりも割安で，しかも無

節で外見はりつばに象える外材によって木材市場が長期

に占領化され相対的に国産材の需要の後退するおそれが

十分ある。ひとたび失なわれた市場を回復することは実

に容易な業ではないので，即刻これらに対する抜本的措

置を識ずる要がある。

このためにば最小限，林政審議会が答申（44年）の諸

施策を本格的に実施することであるが，ことに留意すべ

きは拡大造林の推進に当たって，重点を「量より質」に

転換し，国民の趣向に合致する優良材の生産増強のた

め，施業法の改善，造林樹種の再検討，ことに優良なる

広葉樹種の開発等麦に努むくきである。

さらに，いかに拡大造林の要切なるものがあるからと

いって，奥地水源地帯までも無差別に造林を拡大すべき

でなく，こうした地帯はむしろ国土保全,厚生観光資源,．

特殊広葉樹材生産基地等々として，天然自然林のま輩活・

用することも考えなければなるまい。

あらゆる社会，経済，産業等々が国際化とともに多様

化しつつある現在，林業だけが旧態依然として，林業資

源の培養のみを領域とするかぎり，農山村の振興はもと

より林業の進展ほありえない。これからの林業は「山林

原野の高度活用を図る業」というように業域を拡大すべ

きである。

山林原野の高度活用といっても，その主体が林産資源

の培菱（育榊の場であることに変わりはないであろう

が，わが国の全林野を社会的，経済的視野から科学的に

再検討し，林野の総合的高度活用計画を樹立のうえ実行一

に移すことである。
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文字草などの観賞用野草や，ケンノショウコウ，ドクダ

ミ，センブリ，コブシ，カタクリ，ヌルデ，アケピ，オ

オバコ，オオレン，クコ，ジキタリス等之の薬用植物な

どを大盈的に人工栽培する。もちろん，その周辺の林野

に大規模な牧野を創設し畜産振興とともに観光の一助と

することも考えられることである。

産業進展の原動力は交通網の整備に支配されること大

である。まして奥地山林地帯においてことさらであるの

で，道路については主幹道路の完全舗装整備はもちろ

ん，ドライブ道や散策路（兼，搬出ならびに作業道）を

も整備する。

また，湖辺や山の頂の風光明媚の地に，地方色豊かな

山小屋やお土産屋などの施設を完備して，公害やオート

メーシ雲ンの部分化により人間性喪失の人間に人間性回

復（憩い）の場とすることである。

とにかく，林業を林産資源の培養（育林）に限定する

かぎり林業，否，健山村の振興には限度があるように思

われてならない。70年代は「地域総合産業化」時代のよ

うに考えられる。

経営構造の改革

地域総合産業化といっても，現在のごとき零細で分散

性の強く，かつ，極度に労力の激減（21世紀初頭には農

林業就労者数は全産業就労者数の3％台）する農林業の

経営基盤構造を考えるとき，これを革命的と思われるよ

うな措置によって経営体系を再編しないかぎり実現の可

能性ほ無に等しい。特に林業においてことさらなことで

ある。

70年代以降の材錐経営に対処する抜本的な方策は「所

有権と経営権を分離」して近代的大規模経営形態に移行

することである。そのためには，信託法および信託行為

の定めるところに従って,信託者＝受益者(森林所有者）

の森林を，受託者（森林組合，林業公社等）の所有に移

管し（もちろん,受託者個有財産とは別個に取り扱われ，

信託者は潜在的持分権を有する）受託者をしてすべての

受託森林を総合的計画の下に近代的経営に当たらしめ

る。

拡大造林予定地等の造林未済地は問題ないが，林相を

異にする造林地を集団施業化のためには過渡的施業計画

を樹立する要あることもちろんである。他面，信託者＝

受益者は当然信託行為の定むるところによって，信託森

林を売却したとき，受託者の負担した租税，公課その他

の幾用等を控除した利益金を享受することができ，また

信託者の自由意志によって，自家営業の余剰労力を受託

者の労務者となって農外賃金を得ることも可能であり，

信託制度こそ股も合理的なものと思考される。

たとえば，検討の結果が育林の場とするよりも放牧に

適する場合は牧場地に，また災害多発地帯の_上流で貯水

池か湖に適すると認められる場合は，何百，何千haの

林野が水没することとなるも，防災，水資源の確保，観

光，発電等の多目的ダムを構築し，これを活用すること

も考慮することである。

いかにダムを建設し，人工湖を造成するも災害を完全

防止することはあるいは不可能かも知れぬが，わが国に

おける風水害被害は次記のとおり近年10年間平均にお
■

－

建 物被害

鴬艤驍
人

年次

昭
31～40

(年平均） 鉤,麺驚
－

|',2201
－

農地被害｜施没被害一般農林水

驍 儀義
流失
埋没
ha

l5,139

計

百万円

269,287

いて，金額計上容易なものだけで実に2,692億円余に

達し，これに人的被害等を加算すれば計り知れない被害

をこうむりつつあるが，全国的にダムなどを完備すると

すれば,50％否80%以上の被害防止も可能と思われる。

とはいえ，災害防止の承を目的としてダムを建設する

ことは経済的に成り立たぬようであるが，わが国におけ

る水の需要は次のとおり20年間に約2倍に増加するも

一
用
．
剛
‐
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利
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のと推定されるので，これに対応する貯水ダム建設の必

要性はたか童るに違いない。なおこれらにより総生産額

は約130兆円に達し，国民の生活水準も著しく向上する

ものと考えられる。

なお，各種公害の激化により近海や河川の魚族が激減

し，国民の動物性蛋白資源も輸入品に対する依存度を高

透，かつ国民保健休養の場もはなはだしく縮減されつつ

ある。これが補給地，たとえば近代科学技術を導入して

魚類養殖場，ならびに国際観光級の水上スキー場，スケ

ートリソク，水泳場，各種競艇場として活用を図ること

である。

なお，ダム人工湖の周辺には地況にもよるが，ゼンマ

イ，ワラピ，クサソテツ，ミヤマイラクサ，フキ，タラ

ノキ，ウド，ヤマユリ，ミズナ，シオデ等の山菜類を始

め，サギソウ，ウメバチソウ，テッセン，リンドウ，十

"

寺
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かくいえば，誰しも考えることは森林法によって森林

の経営を目的に信託を引き受けることのできる森林組合

を大いに活用することが考えられるが，現実の可能性と

なると問題が多い。

昭和16年森林法を改正して，森林組合が経済団体に

性格転換されてから30年も経過しようとしている現在，

委託生産事業については強力に推進しているようである

が,信託事業に至っては森林組合はもちろん，関係機関

にもほとんど関心なく，したがって実績もゼロ％に近い。

森林組合も広域合併促進等により相当整朧されたよう

であるが，質的にはこれからの整備充実が必要である。

したがって労務組織や資産内容について一応充実してい

ると認められる組合もいまだ数少ないのが現実である。

今後地域林業のにない手として森林組合の充実には大い

に期待したいところであるが，「林業信託」を行ないな

がら地域林業の総合的経営を実施する主体としては，執

行体制,資産内容，事業資金，労務体制等いまだ十分と
はいえない組合が大半である。

次に考えられる主体として現在の「林業公社」が考え
られる。これは県菫たは地域単位に32社ほどが設立さ

れており，年間15,000haほどの分収造林を実施してい

る。今後もさらに拡充され，相当の成果を納め得るもの

と思考されるが，これも森林組合と違った意味で問題が

ある。

それは，公社の業務範囲が主として公有林野の森林造

成および国または地方公共団体等の樹木植栽の委託事業
で，しかも対象面積等に制約があり，民有林の大半は対

象外である。

そのうえ，事業実施も公社直傭の労務組織を有せず，

森林担合または土地所有者である部落，共有者などに請

負方式で依存しているので，その点は森林組合よりも問
題である。

このように,森林組合は資金,執行体制が弱体であり，

労務組織は有するがその規模運営等に問題があり，林業

公社は資金確保は可であるが，業務範囲が限定され労務

組織がない。いずれも将来の林業を行なう経営組織体と
しては不完全である。

特に委託事業の場合には受託のつど，事業種（伐採，

造林，保育,保護）ごとに森林所有者の同意を得なけれ

ばならず，分断的事業となるので，経済的有利性ほ少な

い。ことに，分収造林制度においては高度経済成長以降

のごとく，年間5％内外の物価上昇を持続するとき（過

去の体験からある期間停滞することあるも，長期的には

この傾向を持続することは確かである）は，受託者（林

業公社等）の事業金利は貨幣価値の下落により相殺され

るので，分収契約のいかんによっては森林所有者に不利

となることもある。

これらの欠陥を是正し，最も機能的な機関として「林

業信託公社制度」を確立してはどうであろうか。その織

想であるが，現存する各県林業公社の事業体系である分

収造林制度を信託事業制度に転換するのも一方策である

が，原則として，国，地方公共団体，林業団体媚よび林

業関連会社，林業金融機関等を構成員とする全国的組織

体とし，業務範囲も，国，公私有林野を対象に，森林造

成，環境緑化，観光，水資源の開発等に関する一切の聯

業，およびこれ等の付帯事業とする。事業種によってば

委託の場合もありうるはもちろん，付帯事業として，花

卉園芸，放牧，菱魚等も行なえるようにすることであ

る。

全国的な林業信託公社が組織化された場合の現行機関

との関連性であるが，各県林業公社は原則として既契約

済の分収契約を信託行為に切り替えるとともに，全国林

業信託公社の支社または出張所的なものに改組すること

が望ましい。森林組合は，いかに林業信託公社が特殊立

法によって制度化されるものであっても，こと所有権原

に関するものであるので，強制的に信託せしめるがごと

き条項の立法化は不可能であり，かつ，民有林本来の理

想型が自立林家にあるという論拠よりすれば信託を強制

する要はない。したがって相当多数の森林所有者が自立

林家を目途に残存することとなるので，森林組合ほ，こ

れら自立林家および信託公社よりの委託または請負施行

によることが推測されるので，森林組合の存在意義はこ

のような制度の中にあってもいささかも減じるものでは

ないと思考される。

問題は林業労務対策であるが，農山村の過疎現象は画

期的な工場の地方分散でも具現化しないかぎり止まると

ころを知らないものと思われる。まして,労働環境劣悪，

重労働,低賃金なるうえ,国および地方公共団体を除き，

失業保険制度の適用も受けられない林業のごときは，む

しろ，過疎対策として分散工場の進出があれば労務者が

通年雇傭の工場に吸収され，かえって労務難に陥る結果

ともなる恐れすらある。また，旧来から近年まで，縁故

払下，慣行特売等を頼りに半強制的に地元労務に依存し

てきた国有林野も，地元住民の国有林野産物に対する要

望激減によって，林業労務の確保は年ごとに至難となり

つつある。このことは国有林野の承でなく民有林野にお

いてもなおさらなことである。
含

では，いかにするかであるが，現在のように国，公，

民各業種別各事業別（各個人）ごとの，労務者の奪い合

いを改め，都道府県または地域単位に挫林畜業およびこ

－32－
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これに比し，林業信託公社の場合は所有権を受託者に

移転はするが売却するわけでなし，益金の配当も受けら

れるので，信託制度の仕組等を克明に普及するときに

は，大多数の賛同が得られるものと思料される。

現実的に承て問題は，一挙に全国組織の林業信託公社

を創設するか，それとも既存の森林組合，林業公社等を

して積極的に信託行為を行なわせてみるかは検討の余地

あるかとも思われる。

なお，真剣に再考すべきは艇林畜漁業いわゆる第一次

産業を統合して地域産業組合制度を確立するか，信託公

社制度も林業に限定することなく，可能な為限り第一次

産業および観光事業等も，業務の対象範囲とすることで

あるように思われてならない。

れらの付帯工場等の労務者を統合して労務組織体を創設

するとともに，労働環境，労働条件等を大企業並に整備

し通年雇怖制の実現を図ることである。

むすび

70年代に断言できることは国際化時代であるというこ

とである。かかる時代に，祖先伝来のものだからといっ

て，零細かつ散在している田畑や山林にしが承ついて，

出稼iこよる艇外収入による艇家経営では成り立たなくな

ることは必至である。

かといって，ソ連のコルホーズ，中国の合作社のごと

き方式は論外として，兼之業農家，兼業腿家は田畑，山

林等を専業腿家に売却して完全雛磯の転職政策を実施し

ても，転職後の先き行き不安および伝統的腱民感情から

代替期にでもならなければ大なる成果は期待簿である。
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寵」で，材が燃えずらく七度もカマドに入れても灰に

ならなかったことからこの名が生まれたといわれてま

す。菫た欧州では神聖の樹木といわれ，蕊地に植え付

けられたり，また，この材で十字架を作るようです。

この樹木の分布地は，北海道，本州，四国，九州の山

地に産し，朝鮮，シベリヤ等にも分布してます。
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〔街路樹シリーズその34〕

ナナカマド

ナナカマドと聞けば，日本山地全体に野生している

樹木ですので，皆様のように山のお仕事にたずさわる
人たちであれば誰れでもご存知のことでしょう。

この樹木の日本産のものでも，サピバナナカマド，
ウラジロナナカマド，ナンキンナナカマド，タカネナ

ナカマドといったように，いくつかの種類を数えるこ

とができます。

特に北半球の温寒帯圏においては，約80種を数え
られるといわれてます。この樹木は，落葉喬木といわ

れてますが，あ堂り大きなものは少なく，せいぜい高

さ10mぐらい，幹回りも2～3mぐらいのものは大

きい方です。樹皮は粗面で暗褐色であり，特有の臭気
があります。花肱5～6月ごろ咲き，多数密になって
着生し，白い小形の五弁の平らな花を咲かせます。果
実は10月に成熟し，いずれにしてもこの樹木の一番
美しいのは，秋の紅築期でありましょう。葉の紅葉は
もちろんのことですが果実の成熟した姿は一段と美し

さを増します。そしてこの果実は野鳥が好んで食べる
ようです。このナナカマドはアメリカや北半球の諸外
国では庭木として多く使用しますが，日本ではあまり

利用せず，ただ寒地の特殊な庭木に過ぎないのが残念
でなりません。今後は大いにPRして一般の庭木とし

ての仲入させ，大いに期待したい樹木です。ただし関

東以西の暖かな都市における街路樹として，使用する

ことには，幾つかの難問があるかと存じます。さてこ

の樹木の名付の発端をお知らせして置きましょう。
この木は名前のごとくナナカマドで漢字で書くと「七
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中 軽井沢

文・写真，落合和夫（東京都・道路工事部）
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精神生活面での荒廃というか，物質文明にゆがめられた

毒舌有用〔15〕ひず染というようなも?を痛切に感じる.さらに最近，
このような現象をずばり裏書きした外国人の書いたエッ

セイを読む機会を得て，ますます日本人の精神生活の荒
池田真次郎

廃を感じさせるものがあった。それを紹介してふること
（林試・保謹部）

とする。

ウォーナー・プランオーストリア人のロベルト・ユソクという未来学者で
アメリカ人であるラングドン・ウオーナーという人あり哲学者が，万国博を見物にきた際に書いた小論文で

が，第2次大戦中に，日本の伝統の中に生まれた古代芸ある。氏は1913年ベルリンに生まれ,アメリカに国籍を

術を戦禍から守るために，140個所を指定し，爆撃目標持ち新聞記者生活をしていたのだが，現在は，アメリカ

から外すように軍当局に要請した。それをウオーナー。がくI､ナム介入したのに反対し，オーストリアへ国籍を

プランといって，戦時中には極秘事項として扱われてい移している。氏の論文によると'u日本は工業生産競争の

たので,われわれは知らなかった。このお蔭で京都が爆面で21世紀には,世界のあらゆる国をリードするかもし

撃を受けなかったのである。しかし，その後140個所のれないというハーマン・カーンの予言は正しいかもしれ

うち8個所が，日本人自身の不注意から，失っているのない。しかし，これは混乱と人間性喪失への気違いじぷ

である。今日になって暴れば，心憎いまで余裕を持つた競争の先頭をきることである｡〃とまず述べている。

て，戦争をしていたことが解るが，戦争という異状な状日本の現状で日常発生している諸事項を静かに反省吟味

態下に，アメリカにとっては三文の値うちもない日本のしてゑると，決してでたらめを述べているのではないこ

古美術を守ろうとしたウオーナーという人の心根には，とは，すぐ理解されよう。また帆もっとも今日的な表現

何といっても頭が下がる。このウオーナー氏は，岡倉天をすれば，日本はロボット化への道，騒をしく醜くく，

心に長い間師事し，日本の芸術を深く理解していた人なオートメ化された地獄への道を歩んでいることになる。

｡…“〆〃"〃々”γ”ゾー守稜4…ググ寂…”手毎勿李"タノF"′”午"”…”…も…母”ﾉ…”々極揖砥空〆葎‘守潅が〃"や了”々”…寂”再…

密であるように，林野庁の林業技術者人口も過密気味で

林間漫語〔5〕ある。と同時に,若い林業技術者はおおむね優秀である。
老齢者が長くその職におれば，若い技術者の成長を疎

外し，官庁機龍を老朽化させることになるので，上級の
堀田正次

管理職は50才前後になると，後進に道をゆずるための

（三菱製紙(株)取締役林材部長）勧誘を受ける慣習になっている」と。
彼らはこれに対して次のように反ばくする。

退職年齢と転勤
「われわれの国では停年制が確立していて，65才ま

社用で，オーストラリア，ニュージーランドを訪問し
では身分が保証されている。われわれの社会では50才

た畷多数の林業官庁の技術者と意見交換の機会を得た。

その時自己紹介の意味で，わたくしの経歴を次のようの年ごろは，一生の中で一番働き盛りの油ののった時代
で，こんな時期に退官させることは，人事管理上，非経

に話した。

「わたくしは日本の林野庁に28年勤務し，51才で退済な政策であると確信している。」
わたくしはこれに対して官し，三菱製紙に就職して5年になる。林野庁に在勤

中16回転勤した」と。 「日本でも50才前後で退官しても，遊んで暮すのに

このわたくしの言葉に，どの人も例外なしに（1）51は，若すぎるし，収入がゼロで生活できるほど経済的余

才で退官したこと（2）28年間に16回の転勤をしたこ裕もない。したがって，退職後どこかの会社か組合に再

とは，「お前だけの特別のケースではないのか，もしそ就職するのが通例であって，わたくしが三菱製紙に就職
うでないとすれば，われわれに納得のゆく説明をしてくしたのも，この通例に従ったまでである」

れないか」と異口同音にはね返って来る。これに対して彼らの言葉は

質問の第一点に対して，わたくしはこう答えた。「われわれに日本式方針を採用されると一大恐怖であ

「日本の林野庁では停年制ではない。日本の人口が過るが，日本でもこちらの停年制を採用されることを望ん

－34－
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わたくしは進歩というものを信じているし，科学や技術

がわれわれの運命をわれわれ自身の掌中に握られるとい

う可能性を与えてくれたと感じている。しかし，これら

の新しい技術でわれわれがしたことは何であったか｡〃

という疑問を投げかけてきている。そして帆比叡山へ行

ったとき，展望台にすえつけられたラウドスピーカーの

がなりたてる安っぽい音楽やスロット・マシンのがちゃ

がちゃいう音でわたくしの耳はろうせんばかりだった。

言葉や音をはるかかなたまで伝達する発明は，いまのよ

うな「音による大気汚染」というようなものとは別の考

えから作られたもののはずである〃ともいっている。氏

は比叡山を1例にとっているが，われわれはこれと同じ
●●●●●

ような現象は，もとは静寂な自然のたたずまいを楽しめ

た地域の大部分に染られることを知っている。技術の発

達が逆にわれわれの生活の根底を破壊していく現象は，

音に関しての象ではないこともよく知っている。さらに

'､自然の風景を食べつくし，空を暗くさせたり涙腺を刺

激したり，夜は夜でモーターの騒音に満たされる。そん

な技術は進歩的な技術ではない。人間のことを忘れてい

る安っぽい技術の利用にすぎない。〃ともいっている。

そして、アメリカでも三一鱈シバ諸国でも，巨大な産業

の生む科学や技術の裏切りに，暴力をもってすら抗議す

る現象が起きつつある｡〃と警告を発し，、21世紀のはじ

めに世界のトップに立つ国は，競高の経済指標を示すこ

とのできる国ではない｡むしろ機械と人間の共存という
問題を最初にマスターした国であろう〃と喝破してい

る。まさに現代日本人の歩んでいる姿をぶて，短刀直入

に批判を下しているようで，著者には，他人に悪口をい

われた不快さを感じるより，まさにわが意を得たりとい

うむしろ爽快な感情さえ湧きあがってくる。さらに氏は

嘩福とは「笑い」陵」「美」「創造」であり，金で評価

できない感情の充実である。しかし日本列島に鮨ける幸

福の生産はいまや衰退しつつある〃と評している。

以上が氏の小論文を要約したものだが，筆者の日ごろ

考えていることを鋭くついていると思う。工業生産の向

上は，確かに一面ではわれわれの生活の物質的の面を満

たしていることは否定しえないが，生活での活用の時点

では，真にわれわれの日常生活に有効に活用されている

かは大きな疑問といわざるをえない。

今後公害問題はますます複雑で大きな社会問題となっ

ていくだろうが，公害をなくすことは，人間が自然に借

りた借金を返すことにすぎず，ある意味では消極的な事

象にすぎない。借金をきれいに返して，その後に新しく

創造していくことが，進歩的な考え方といわれるべきで

はないだろうか。自然保護の問題などは，さしずめその

第一歩といえよう。
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でいるのではないか」これに対してわたくしはするが，異例というほどのことはない」

「もちろんその通りであるが，日本でも漸次退職年齢これに対して，ハネ返ってきた彼らの言菜は

が高齢化されているが，オーストラリア，ニュージーラ「いうまでもないが，林業は長期にわたる生産事業で

ンド政府並となるまでには相当の年月が必要ではないかある。君の平均在職年数は1年9カ月に過ぎない。いく

と思われる。日本の民間会社で停年制の採用されているら本人の見識を広め，教養を高め，実力をつけさせる教

所の大部分は，一般従業員では55才であるが，停年制育方針に重点がおかれるといっても，こんな短期間に任

を延長する方向に向っている会社も，ぽつぽつ出て来た地をかえることは，林業の本質を理解できないまま転任

が，これも，貴国並の域には仲を達せられそうにない｡」することになって，人事政策上得策だとはいえないと思

質間の第2点に対して，わたくしはこう答えた。う。また，子供の教育上決してよい影響を及ぼさないで

「日本の地形は南北に長く横たわっている。したがっあろう。

て，日本の森林は暖帯林（南部)一温帯林（中部)－寒帯短くて数年，普通の場合10年以上同一場所に勤務する

林（北部）と分布され，その経営方針は多種多様であととこそ，林業経営に必要であるとの当方の考え方の方
り，経営のしく承も複雑多岐にわたっている。林業官吏が正しいと思うが，君はどう思うか」と。

の下積桑の時代には比較的異動が少ないが，ある程度経これに対してわたくしはこう答えた。

験を積んで管理職になると，異動が激しくなり，上級管「われわれ日本人も貴国のように65才まで身分が保証

理職となると，さらにそれが激しくなり，将来首脳者にされ，転勤の少ない方を望むが，日本側も家庭の事熔

なる人には,暖帯林から寒帯林までの経験を踏ませる必で，そうはいかないのが実箭である。ご指摘のように，

要上から,動きが頻繁となる。わたくしには3人の子供がいるが。転勤に伴って子供の

特に最近の傾向として，国有林だけの経験では不十分転校が必ずついてまわり，子供の教育上必ず悪影響を及
で民有林の経験も必要であるとの観点から，国有林，民ぽしてきたことも事実である」

有林の人事交流が行なわれ，なお一層の異動が頻繁となわたくしは生まれ変わって，彼らのような生活環境に

って来た。仲間入りできれば，それも悪くないと思うが，もう一度
したがって，わたくしの経歴は，異動が多い部類に属日本の林業官吏となって承たいとは，決して思わない。
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場所的秩序における森林の休養機能（ミュンヘン）

本文はDr.F,Bichlmaier著K$DieErholungsfunktion

desWaldesinderRaumordnung''をJ.J6bstl氏が

CentralbattfiirdasgesamteForstwesen(Marzl970)

に紹介したものである。これはミュンヘン近傍地域を素

材として森林の休養機能を分析している。次にその紹介

文を掲げよう。

国民福祉に対する森林の意義は増大する都市化，工業

化に伴う有害な作用を顧慮することによって，ますます

高く認められている。けれども，林業側のこれら問題範

囲の根本的な取り扱いにはなお比較的日浅く，そのうえ

林業経営の経済的立場の悪化が進むという一般の認識と

林業将来の位置に対する悲観的評価にもとづく心理作用

に遭遇している。文献は最近と象にその範囲を増大し

た，とはいえ材料は依然少ししかっか承得ていない。し

かし森林への要求を保証する標準の前提となるものは，

データによる機能の具体化と基礎づけである。そこで森

林への要求を把握する手段方法を捜し，森林の福祉作用

価値の数量化に対し種灸の方法を用いることになる。

それに関してこの著書は組識的に特に重要な寄与を果

たしている：すなわち，ミュンヘン（住宅等の密集地）

の近傍休養地帯を例にとり休養撰能を分析している。

ミニンヘン人のハイキングの習慣と森林への要求に解

明を与えるために質問表(Fragebogen)とインタービュ

ーを組承合わせた方法を用いた。

組織的に抽出された8,811世帯（全体の1.6％）に質

問表が郵送された。この抽出には街路名で整理された住

所録が用いられ，これによって世帯個煮の居住範囲，職

業および世帯の大きさを十分表わしえたのである。回答

のないものには新たに組織的選択を行なって204人の世

帯主に個灸に質問した。

電報形式で簡単に2，3の興味深い結果を述べると次

のようである。

ミュンヘンをめぐる生活圏は62の地区に分けられる。

全森林探訪者の93％は法的に優遇されている22地区で

引き受けさせられており，それらは本質的に都市近傍を

囲んでいる。大都の住民の6割はハイキングを企て，そ

の75％は週末およびその他の休日に実行される。53％

に対しては交通手段として自家用車が役立ち，ハイキン

グ個盈の平均人数は2.9人である。質問された者の44％

は股も好んで森林で休菱し，19％は水辺を愛し，休息の

ひととき野や森の種なの変化を寵愛した。

休菱の価値は貢献の大きさ(Hilfsgr6sse)で明らかに

され，その幾用と一致する。休蕊作用を愛用するために

は，その識用，すなわち往復の旅蜜を個人が負担せねば

ならない。したがってある特定地域の休菱価値は探訪者

の頻度，住居場所との距離，利用する交通手段の函数で

ある。

ミュンヘン周辺の探訪者頻度の高い22地区に対して

この方法で最低の休菱価値が計測される。それは林業利

用からの純益の4倍以上の大きさである。

本書の序章においては場所的秩序づけの概念と目的，

それに加えて法的規定がミュンヘン地域に対する地域開

発計画とその実行問題と合わせて詳細に説明されてい

る。

ミュンヘン地域の休菱機能については本番の主要部分

が当てられており，その機能の高め方，その実行，その

結果の代表的なものが説朋されている。

風磯に休養を探す要求とともに世帯規模と職業の社会

的地位による旅行と旅行目的についての豊富なデータが

掲げられている。適用された方法論と特別な場合に対す

る休養価値の評価の叙述には文献上知られている評価方

法の全般についての簡単な論議をまずもって述べてい

る。この地域における400以上にのぼる類似の基本的な

業綴の活瀞な文献目録は福祉作用と場所的秩序づけの問

題群の研究に対し興味深い価値ある示唆を与える。

さらに社会福祉作用の問題性(Problematik)が明白

になる。すなわち，ここで前に採られた評価方法は地域

状況の比較に対して利用されてよい根拠価値を与えるこ

とができ，休養に対しての森林の実際上の給付価値をい

ろいろな方法で表現しうる。

の承ならずこの研究は特に応用的意義があり，就中さ

らに進んだ研究と改良を提起することができる。これは

場所的秩序づけ政策に価値ある基礎を提供し，自然の風

最の維持に対し有効な論拠を提示する。

各林業専門家や，特に場所的秩序づけといろいろな種

類の風景造成の諸問題と取り組もうとする人盈のサーク

ルに対してよき読物として推薦するとJ6bstl氏は結ん

でいる。三井鼎三
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※ここに紹介する資料は市販されないものですb発行先へ

頒布方を依頼するか，配布先でご覧下さるようお願いいた

します※

昭和44年度省力造林方法実態調査報告書

林野庁45年4月B5版113P

本調査は，43年度から3カ年計画で実施しているもの

で，この報告書は前年度に引き続き日本林業技術協会に

委託して調査した結果を含とめたものである。内容は

1．ブルドーザによる地栫え

（福岡県鞍手町，立花町）

2．並木植え，巣植え，ポット造林，刈払機，除草剤

による省力（広島県戸河内町）

3．除草剤による下刈り，地栫え省力

（島根県温泉津町，三刀屋町）

4．丁寧植，施肥による成長促進，下刈り省力

（徳島県上勝町）

5．施肥による成長促進と下刈り省力

（広島県湯来町，福岡県早良町，黒木町，熊本県

鹿北町，相良村）

6．草生肥培造林による下刈り省力

（熊本県南小国村）

7．木場作，早植え，じかさしによる省力

（熊本県鹿北町，五木村，球磨村）

8．施肥，放牧による下刈り省力

（島根県横田町，吉田村）

9．造林放牧による下刈り省力

（広島県比和町，島根県大田市，吉田村，熊本県

山江村）

10．協業による森林施業の効率的実施

（徳島県相生町）

11．共同作業による適期作業の実施，作業の組織化

（島根県三刀屋町，徳島県横田町）

（配付先都道府県林務部課各営林局）

雨宮昭二，松岡昭四郎，庄司要作，井上衛，

阿部寛，内藤三夫

なお，研究資料として

コンクリート型わく用合板の実用的試験について－

特に表面性能と樹種適合性

柳下正，唐沢仁志

（配付先各営林局各都道府県林試）

ず

一

林地肥培の追跡調査等

林野庁45年5月B5版583P

本書は，造林担当の林業専門技術員が，施肥効果の追

跡と林地肥培の現地把握を行ない，施肥技術ならびに普

及指針の確立に資するため，過去2カ年にわたって，主

として無施肥林分と対照しながら調査検討をしたものを

45年度の造林SP一般研修の討議資料としてまとめ印刷

したものである。内容のおもな事項は

（1）施肥林分ならびに無施肥林（対照林分）の調査

（2）林地肥培の普及状況

（3）わが県における林地肥培施策

（4）肥培に対する意見，問題点等

（配付先都道府県林務部課）

静岡県林業試験場報告No.2

静岡県林業試験場1970,B5版38P

内容

1．苗畑除草剤施用試験

スギ，ヒノキ苗畑におけるトレファノサイドの施

用について

2．ダイオネットの日よけ効果について

3．苗木の栄義障害に関する研究（1）

苦土欠乏土壌の簡易診断と栄養補給

一
夢

β

林業試験場研究報告No.225

農林省林業試験場1969，12月B5版172P

本報告書の内容は

1．林業機械の効果的作業技術中村英石

2．ポプラのネオファプラエア胴枯病

伊藤一雄，千葉修，近藤秀明

3．合板の剪断性能に関する基礎的研究高見勇

4．各種防腐処理外柵の被害経過と耐用年数
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｢森林水文」

丸山岩三箸

定価450〒50

新書版p.197

（林業教育研究会編）

農林出版株式会社発行

昭和45年3月

一般に「水文学」の内容はかなり

古くから治山・治水関係の技術学の

中に取り入れられてはいたが，水文

学という名称が特に表面に出て来た

のは，ここ十数年来のことで，最近

は特にその情報量が急増している。

わが国諸大学の林学科では，内容的

には森林水文学相当のものが部分的

に従来から何らかの形で講ぜられ，

あるいは研究されてはいたようであ

るが，最近隣林水文学」という名

称の科目としてカリキュラムに組承

込まれつつある所が2，3に止まら

ないのを聞知している。しかし，学

生は何を読承どういう資料を用いた

らよいか？自分で考えるための材料

もなくては困りはしないかと，わた

くしはひそかに考えたが，それはわ

たくしのきゅう（杷憂）に終わりそ

うである。というのは，表記の丸山

教授の著書「森林水文」が，相当有

効に活用できると思われるからであ

る。わたくしはかつて，丸山・川口

共著の「森林の治山治水機能に関す

る研究抄録」（1952）というもので，

研究上のこの方面の領域とパターン

を整然としかも客観的に示され，そ

のことがその後のわたくしの研究生

活にどれほど役立ったか簡単には言

葉に尽くせない。今度の丸山教授の

｢森林水文」でも，その簡潔な叙述

と随所に出てくる問題点の指摘，特

に今まであまり行なわれていないメ

カニズムの問題の考え方などにふ

れ，改めて森林水文学追求の意欲を

新たにさせられる思いである。

以下，特徴ある章についてその内

容を簡単に紹介しよう。

I「水文学」では，水文学の意味

と位置づけを関連分野の話など出し

ながら，やさしく解説し，水の循環

の説明において早くも林地土壌の働

きについてふれている。

I「歴史」では，まずわが国の森

林に関係ある治水・利水事業の歴史

を，江戸時代以前，江戸時代，明治

以後に三分して述べ，さらにそのま

とめにおいては，世界的視野におけ

る環境変化の歴史にもふれている。

ついでわが国における研究の歴史を

述べている。

I「調査研究方法」の章ばその道

の研究者にとって身くの示さ(唆)を
与えるであろう。著者が問題点とし

て示した題目は，1）統計的方法と

物理的方法，2）基礎研究と応用研

究，3）土砂流出研究上の問題点で

ある。

Ⅳ「降水｣,V「水理｣，Ⅵ「流

出｣，Ⅶ「蒸発散｣については，いち

いち紹介の余地がないが，著者の序

に，「現在わかっていることを単純

に並べることをなるべく避け，森林

水文現象をどう理解したらよいかと

いうことを考慮した」とあるのがこ

の辺を指しているとみてよいようで

ある。

Ⅷ「森林と流出」でば，流域試験

の成果を具体的に紹介するととも

に，著者が従来この方面の研究を続

けて来ただけにおのずからにじ(鯵）

承出た諸考察があり，最も多くのペ

ージ数を費している。

－38－

Ⅸ「森林と土砂流出｣？X「森林

と水と土」について著者は，「土砂

流出関係は水害あるいは治山と大き

な関連をもつが，水文の主体は水で

あり，水に重点をおいて簡単にし

た」と序文で述べているが，この2

章にこそ，わが国の森林水文を考え

る場合に無視できない事項（たとえ

ば山崩れとの関連など）が特徴的に

出ている。

、『森林水文と林業」ではわが国

における治山事業の考え方などにも

ふれてあり，こういう所は外国の水

文学の本をいくら読んでもわからな

い点である。最後に「あとがき」で，

さらに森林水文を勉強される方のた

めに，という研究へのオリエンテー

ションがある。

われわれは水文学を学ぶとき，一

方において自分の生活環境としての

日本の水文資料を得なければならな

いことと，他方において，水文学の

国際性が急増していることに注意し

なければならない。それを考えてか

どうか，丸山教授の森林水文ではお

もな用語に，キチンと外国語名が添

えてあるのも，かえって読みやすい

感じを与えるものであるということ

を発見した。小冊子の割に内容豊富

な本で，わたくし自身も専門とする

この方面のことが，なるべく多くの

人に理解されることを望む次第で，

せん(階)越をも省みず進んで紹介の

筆を取ったわけである。

（野口陽一）

ー
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＝
ゼ J－

めったに起こらぬ事件を伝える情報量（価値）は大言
言 ビット(bit)三きぐ評価され，起こるに決まっていることを伝える情言

三

言情報化社会の到来とともに,ぼう大な情報が,音報は価値がありません｡だから情報量をはかるときに言三
三声.文字.記号.電波波型などいろいろな媒体にのっも，事象の出現する確率を考慮にいれる必要がでてき言

ま すo三
＝

言て伝えられてきます。＝
そこで情報の測りかたを二

＝

言そこでこれらの情報の鐙を，測る尺度を考える必要

I=1｡g‘(令)ビ,ﾄとし霞す。
呂＝

言がでてきました。
三

言ビットというのほ，情報瞳の単位として用いられてPは，当の事象の起こるであろう確率です。＝
呈

言いるもので，英語のbinarydigit(2進数)の略ですoたとえば,80%は入試合格まちがいなしと考えら曼
若 三

言あることが起こる確率と，起こらない確率とがともれるA君が，果たして「合絡した」という情報は三

号に1/2であるとき,たとえば,生まれてくる赤ん坊が【=log2(1/0.8)=0.32E,卜であり，言
三男か女か，という場合に，産婆さんから「男のお子さ意外にも「不合格だった」という情報は，＝
：＝

三んですよ」と知らされて，子供の性別が判明します。I=log2(1/0.2)=2.32ビットと大きな情報量（ピミ
三

目＝

三このように二者択一の情報で一つことが判明する場ツグニニース）をもっています。 三＝

曼合の情報の量を，単位として1ビットとしています。情報の測り方は，さらに複雑に発展していますが，蔓
＝ 三

皇出現する確率が，完全に半だではない場合には，考このビットの単位と考えかたが，すべての基本になっ言
冒＝ 曼
菖 えかたが変わってきます。ています。三
三 三
＝
言

三
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少

唾

ご篭まI

今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、
森
林
は
木
材
生
産
の
場
と
し
て
、
ま
た
国
土
保
全
機
能
発
揮

の
場
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
各
種
の
施
策
が
な
さ
れ
て
き
た
。

最
近
に
至
っ
て
、
新
し
い
施
策
が
と
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
国
民
の
生
活

水
準
の
向
上
、
都
市
化
の
進
展
に
伴
い
自
然
の
山
野
に
対
す
る
国
民
の
渇
望
は
時
の
経
過
と

と
も
に
、
高
ま
り
こ
そ
す
れ
減
る
こ
と
は
な
い
と
の
認
識
が
な
さ
れ
、
す
な
わ
ち
森
林
の
持

つ
公
益
的
機
能
を
十
分
に
認
識
し
、
施
紫
が
と
ら
れ
は
じ
め
た
と
い
え
よ
う
。

現
に
、
国
有
林
に
つ
い
て
承
る
と
、
木
材
生
産
を
指
向
す
る
一
方
、
国
有
林
地
内
の
特
に

風
景
が
す
ぐ
れ
、
自
然
の
保
護
お
よ
び
保
健
休
養
の
た
め
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ

に
、
保
健
休
養
林
を
設
定
し
、
あ
る
い
は
国
設
ス
キ
ー
場
等
を
設
置
し
、
適
切
な
管
理
経
営

を
行
な
っ
て
い
る
。

将
来
の
森
林
の
あ
る
べ
き
姿
の
一
つ
で
あ
り
、
方
向
と
し
て
決
し
て
ま
ち
が
っ
て
は
い
な

い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
少
盈
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
動
機
お
よ
び
発
想
に
つ
い
て
で
あ
る
。
国
有
林
が
こ
の
よ
う

な
施
策
を
と
る
に
あ
た
っ
て
、
森
林
に
対
す
る
国
民
的
要
請
が
高
ま
っ
て
来
て
い
る
と
本
当

に
本
心
か
ら
信
じ
、
こ
の
要
請
に
こ
た
え
よ
う
と
い
う
純
粋
な
発
想
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
と
も
、
役
人
的
な
発
想
に
よ
る
も
の
で
、
国
有
林
を
と
り
ま
く
内
的
、
外
的
諸
条

件
の
き
び
し
さ
か
ら
、
木
材
生
産
の
み
で
は
、
い
ず
れ
行
き
づ
ま
る
こ
と
を
予
想
し
、
打
解

策
の
一
つ
と
し
て
、
国
有
林
の
活
路
を
見
い
出
す
た
め
の
布
石
の
一
つ
と
し
て
、
今
か
ら
新

分
野
を
開
拓
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
な
の
か
ど
う
か
。

い
ず
れ
の
発
想
に
よ
る
か
、
こ
の
際
、
確
認
し
て
お
き
た
い
気
が
す
る
。

こ
と
の
よ
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
い
ず
れ
の
発
想
に
よ
る
か
に
よ
っ
て
、
当
然
、
今
後
の

進
む
方
向
が
、
か
な
り
、
違
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
・
な
ら
な
い
。

（
天
の
川
）

あ
る
施
策
の
動
機

－

●

P
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出席者

理事：伊藤，浦井，神足，高見，飯島，遠藤，園井，

孕石

参与：小田島（代）伊藤（代）

本会：蓑輪，小田，堀，坂口，吉岡

し坂口顧問「第2回ヨーロ･ソバ林業視察研修」に渡欧q

本会坂口顧問は全国林業研究グループ連絡協識会主催

の館2回ヨーロッパ林業視察研修団長として，8月21日

出発する。3週間にわたりヨーロッパ各国の林業を視察

し9月9日帰国の予定。

P森林航測編集委員会q

7月2日（木）本会会議室において開催

出席者：西尾，前田，中島の各委員と本会から成松，

堀,丸山，中曽根,渡辺，八木沢,石橘,寺崎

し林業技術編集委員会q

7月10日（金）本会会議室において開催

出席者：雨宮，中村，西口の各委員と本会から小田，

堀，小幡，吉岡，石橋，橘

一～一一…一ー~

協会のうごき
●･凸〆｡〃一一一一へ…

複製写真の単価

昭和45年度の空中写真の複製単価は下表のとおり改

訂されましたのでお知らせ申し上げます。荷造り，送料

は含まれていません。実饗を申受けます。

複製写真単価表

1枚当た
り単価

考備複製成果の種類 』

’
(1)
（その1）は空中写
真のネガがロールの
ままの状態におるも
のを使用して複製す
るもので撮影計画機
関の当年度撮影地区
のみに適用。

（その2）は上記の
ネガが1枚ごとに切
断され編集済の状態
にあるものを使用し
て複製した場合。

(2)
クロスの複製は全廃
しました。

密着写真（その1）

密着写真（その2）

ポジフィルム（その1）

ポジフィルム（その2）

2.5倍引伸写真(その1）

2.5倍引伸写真(その2）

3倍引伸写真

4倍引伸写真

4.5倍引伸写真

5倍引仲写真

判読資料用部分仲写真

縮小標定図

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

５
０
０
０
５
０
０
０
０
０
０
０

２
５
９
４
１
１
５
５
０
５
６
４

１
１
５
６
４
６
７
９
３
５
１
１

１
Ｊ
〃
Ｊ

１
１
２
２

q

吟

支部だより

支部連合会大会開催のお知らせ

、奥羽，東北支部連合会大会

昭和45年8月19,20日秋田県教育会館において開催い

たします。

◎関醗四国支部連合会大会

昭和45年8月29～31日，林学会関西支部と共催で京

都大学において開催いたし藍す。

してくるんじゃないかなど仲間うちで話しております。

似生物の中でも人間は環蓋への順応性が強いといわれ

ておりますが，それを盾に「なんとかなるものさ」など

とうそぶく侭い人もいたようです。

政府のいう「進歩と調和」とは，進歩（環境の悪化）

に（調和順応）しろということらしく，このテンでいけ

ば，水俣病患者をどなりつけて，ふるえ上がらせた厚生

次官がいても少しもおかしくないわけです。（八木沢）

し第2回常務理事会q

7月3日（金）本会議室において開催

議題

1．本会業務推進について

2．会員配布の出版物に対する意見

3．50周年記念功労者の表彰について

惨編集室から・ゞ 篭耀建篭鯰建
になりました。最近の大都会の暑さは，まったくひどい

もので，クーラーなしでは生活できないことになりはし
ないかと思うほどです。

伊不燃，耐震を誇る鉄筋コンクリート造りの大建築
物は，風をさえぎり，燈近と染に多くなった舗装道路と
ともに大腸熱を強烈に副射するといった，「快適な都市
作り？」の思わぬマイナス面が，このような不快な夏を
味あわせているということでしょうか。東京の街は熱い
風が吹くのです｡東京砂漠とはfくいったもの，どこか
の国のように夏にほ暴動が年中行事になりはしないかと

少をオーバーな心配もしております。

腰暑さだけでも大変だと思うのに，今度は光化学スモ

ッグの発生などの大気汚染もはなはだしく，都内でも皇

居だけは，面秋も広く樹木，水に恵まれ快適な環境が残
されているであろうと，うらやんで？いたら事態は相当

に深刻だというのですから，この先都会人の寿命は低下

一

』

q

昭和45年8月10日発行

林業技術第341号

編集発行人蓑輪満夫

印刷所合同印刷株式会社

発行所社団法人日本林業技術協会

東京郷千代田区六番町7（郵便番号102）
髄謡（261）5281（代)～5
娠替東京60448番）

ー
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|新刊’
林業技術者のための

コンビﾆー ﾀーー 知識蝋::;”
林業琴験場需巽菫急共著
コンピューターを学ぶためにどうしたらよいかととまどっておられる方たに，ぜひお

すすめいたします。

これ一冊読めば，あとはおのずと道はひらけます。

目 次

ｒ
自
画

〃

1

塁

計算機との対

計算機と機械語のプログラ

情報の表わし

プログラミング入

フオートラン入

面
ム
方
門
門

その他のプログラミング言語

共同利用とシステムプログラム

電子計算機とソフトウエアー

林業と電子計算機

今後の方向

東京都千代田区六番町7

日本林業技術協
砥話（261）5281（代表)～5

社団
法人

今
云

昭和45年版 －お申込はお早めに一

撮影図化区域

・全国一覧図頒布

F司

林野庁監修

］2:万空中写真撮影一覧図謬誓刷
林野庁監修

蔬万地形図化地域一覧図是'誓刷
1組･…1,000円（ビニール袋入）（送料共）

航測，資源調査等の計画設計に是非ご利用下さい。

四

I
p

申込先社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町7

電話261－5281振替東京60448
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緑につつまれた静かな環境
前橋営林局では、いまなおさかんな瞳煙をあげている

茶臼岳を背景に、四季の変化に富む奥那須の国有林をえ

らんで、自然休養林（自然に包まれ、自然に親しみなが

ら、休養できる森林）としました。

表那須の開発された温泉群に比べて、白笹山の西方に

ある奥那須の森は、いまだに自然の静けさを保つ高原。

山頂をたどると、ハイマツ、シャクナゲ、コケモモなど

の高山植物群落が見られ、山腹の沼原まで下るとモウセ

ンゴケ、ニッコウキスゲ、コバイケソウ、シモツケソウ

などの湿原植物が、美しい色彩をそえています。

明日の活力を培う健全なレクリエーションの場として

皆さんに広く利用されることをのぞんでいます。

１
１
二

＝

I
Ｉ
β
７
－

奥那須口然休養林案内
上野駅から東北線黒磯駅まで、急行約2時間、特急1時間30分。
黒磯駅から自然休養林の中心部沼原台地まで、乗用車で1時間。
詳しくは、大田原営林署(TEL大田原3125)に問合せ下さい。

前 橋営林局
荊ｲ崎TI齢神町41．日16瀞砿賊荊橘(31）0611(代）

▲▲▲且
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角一

･機密文書測量図面・精密器具・機密文書
の完全保管に－－

OS-53D型

《JISI時間耐火・耐衝撃》

■有効内寸法

伽33lxⅢ！｣87lx奥行500(%)

inlit515kg

本機は、双眼写真特に航空

写真の判読を目的として製

作されたもので､18o7雁×24om

の写真を一度に実体視し見

られ、附属の視差測定桿を

併用して土地の高低や施設

建物、樹木の高さを測るこ

ともできます。又装脱可能

の双眼鏡(3倍)と常時取付

（

ヶﾏﾋ弓耐火保管庫
■広い庫内■強力な耐火力■確実な二重施錠式

《お問合せ》

社団法人日本林業技術協会

|:’
’

定価￥

東京都千代田区6番町7番地

電話（代表）261－5281

東洋最大の金庫メーカー

e熊平金庫
株式会社東京熊平金庫店
東京都中央区日本橋本町1の2．耐大代270-4381

109,000(但し遮貸諸掛は別途申し受けま1．）

星

すばらしい性能と機すばらしい性能と機構

mPC◎叩
ﾄプｺﾝ反射鏡式実体鏡

●反射鏡式実体鏡

○大きさ…44×18×146cm

○重量･…………．．…･･･2.45〃

●双眼鏡(3倍）

○大きさ;…･･･………･……

．．…･…137×’2．7×9．2cm

○重量･…･…………0.52"

●マイクロメーター

○大きさ．．…･……･･･……

P C ◎
．

111型
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使って安全｡すぐれた効きめ よ
口

可。

ススキ防除の特効薬
!L

、

⑭フ 切勿
海剤30
釉釧10

☆イネ科｡､カヤツリグサ科雑草に選択的に効果があります。

☆ススキには特に有効で僅かの薬量でもよく効きま･す。

☆仕事の暇な時に使用でき､一度の処理で2年以上も有効です6

☆人畜､魚貝類などに毒性はほとんどなく、安心して使用

でき、目や皮フを刺激したり、悪臭を出したり、爆発、

火災などの危険性も全くありませんざ則
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帰零式画進型プラニメーター
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